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庄司　 エス トニアのペ ッツェ リ領土問題

エ ス トニ ア の ペ ッ ツ ェ リ領 土 問 題

一 分断されたセ トゥ人をめ ぐって

　 　 　 庄 　 　司 　 　博 　 　史*

     The Setos and Petseri Territory: 

Problems of a Split People by a Russo-Estonian 

          Territorial Dispute

Hiroshi SHOJI

   The recent dissolution of the Soviet Union has had manifold effects 

on the reorganization of nations and small ethnic groups, especially in 

border areas. In this article I examine problems that confront the Setos, 

a small Estonian subgroup in the southeastern border area of Estonia. 

After briefly reviewing the birth of the Estonian nation, I will describe 

the historical background of Petseri question, one of the Russo-Estonian 
territorial disputes. I will then highlight practical problems and conflicts 

that have arisen from the dispersion of the Seto community, following re-

cent demarcation of the border. 

   Disintegration of the Soviet Union was definitely put into full swing 

by the successful departure of the three Baltic republics. Estonia, accor-

ding to its present formal stand, should recover the whole territory as of 

1940, when it was annexed to the Soviet Union by military force threat. 

In fact, most part of Estonia's former Petseri region (Pechora in  Rus-

sian) , in the Southeast, has remained under de facto Russian control. 

   Until 1920, the Petseri region was part of the Russian Pskov Prov-

ince (guberniya) , but it was ceded with its inhabitants to the newly born 

Estonian Republic by the Tartu Peace treaty, which recognized for the 

first time the independency of Estonia with clear borders. Almost two 
thirds of the approximately sixty thousand inhabitants of Petseri were,
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however, ethnic Russians, whereas three fourths of the remaining twenty 

thousand Estonians were orthodox Setos. Estonia, during its short 

history of independence, tried to integrate and 'civilise' the Setos, who 

had been denigrated for example for their distinct dialect and conserv-

ative living traditions. Later in 1945, after reintroduction of the Soviet 

regime, three quaters of Petseri were again restored to Russia's Pskov 

Province (now termed  oblast)  , thus dividing the Setos into two ad-
ministratively different areas. 

   Due to the very limited sovereign controle of borders between 

former Soviet republics, local residents could freely cross borders for dai-

ly needs in many areas. Setos on both sides were therefore able to keep 

close contacts with each other. 

   For local communities, real problems have only emerged in the early 
1990's with Estonia's splitting from the Soviet Union, and with its aspira-

tion to recover the whole Petseri territory. Russia reacted to this in 

various ways, including unilateral demarcation of a border, that divides 

the Setos into two groups that are unable to maintain regular and daily 

contacts. 

   The Setos launched efforts to preserve and activate Seto cultural 

traditions in the late 1980s, and they see the present border issue as ex-

tremely threatening to both daily life and to their cohesion as an ethnic 

group. The present paper examines the growth and vacillation of Seto 
ethnic consciousness in the face of conflicts between Russia and Estonia.
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.3.民 族 意識 の 覚醒
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6.独 立 回 復

皿.ペ ッ ツ ェ リ領 とセ トゥ人
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5.エ ス トニ ア の ソ連 か ら の 分 離 後 の失

地 回復 運 動
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8。 セ トゥ人 か らみ たべ ッ ツ ェ リ領 土 交 渉
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は じめに エス トニア分離後 の対 ロシア関係

1991年 ソ連の解体の大きなきっかけとなったのは,バ ル ト諸国の分離運動であった

が,こ れらの諸国はその後現在に至るまで,実 質的な自立の回復にともな う様hな 諸

問題に直面してきた。中でもそれまでソ連体制に完全に組み込 まれていた経済 ・行政

等の諸制度,機 構を,現 在では ロシア連邦共和国と名を変えた相手から分離し,建 て

直していくのは最も深刻な問題として立ちはだかってきた。かつてソ連の標榜 した民

族 自決権による共和国の独立性が名ぼか りで,実 際には共和国の基幹機能がモスクワ

中央によって牛耳られていたことの結果であった。

他のバル ト諸国と同様に,エ ス トニアも1991年晩夏の独立回復以来,か つて1919年

一1940年の共和国時代に築いた基盤をもとに,ま ず先に司法制度 ・議会制度の切 り替

えが達成され,流 動的な国際情勢のなかにあ りながら経済の完全な自立 と安定化にむ

けて努力を続けてきた。そして旧ソ連企業の接収 ・撤退を推進させ,自 国通貨への切

り替えを行 ういっぽ う,今 まで資源の供給源としてほとんど全面的に依存 していた旧

ソ連に変わる供給相手の獲得に奔走 してきた。その結果現在エス トニアはバル ト三国

の中でも,民 営化,外 国資本の誘致などによって経済的回復は最も進み,通 貨 も安定

するなど,ソ 連時代の後遺症からようやく脱却 しつつあるように見える。

しかしこれにもまして現実問題として深刻化 しているのが,ソ 連からの分離後 も残

留することになったロシア系住民の処遇,そ してエス トニアが ロシアからの返還を要

求しているペッツェリとナルバ川東岸の2ヵ 所の領土問題である。これらはエス トニ

アにとって単なる国内問題ではない。前者はロシアとの間でもっとも利害の対立 して

いる問題でもあ り,最 悪のばあいには武力衝突さえ引き起 こさないとも限らない危険

性をはらんだ時期もあった。 ロシアは ロシア人の処遇(市 民権,選 挙権,言 語権)を

人権問題として国際世論に提訴し,さ らに天然ガス供給条件等 と連結させてエス トニ

アへ経済的圧迫をほのめかせてきた点でもエス トニアにとって困難な問題 となってい

る。エス トニア独立回復後6年 あまり経過 し,次 第にエス トニア在住 ・シア人 とエス

トニア人双方の勢力関係が安定化しつつある現在,一 時ほど急激な変動が生 じるおそ

れはなくなったが,問 題は未解決のまま残 されている。

一方領土問題は当初,両 国間に外交 レベルではロシア人住民問題ほど,表 面的V'は

緊迫した状況を作 り出してはいなかった。事実上全 ヨmヅ パが拘束されている欧州

安全保障協力機構のヘルシソキ宣言において,第 二次大戦後確定したヨーロッパ内の
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国境の変更は認められていなかった し,エ ス トニアもソ連からの分離の際には,そ の

国境変更の要求をあえておこなわなかった。そしてエス トニア独立回復後,エ ス トニ

ア側からの領土の返還要求があらわれ始める中でもロシアはあくまで問題は存在しな

いとい う立場をとり続ける一方,エ ス トニアは交渉によって平和裏に解決 しようとし

てきたのである。しか しエス トニアの市民 ・政治団体による領土返還の世論が高まり,

扇動的な行動も見られるようになると,ロ シア側も一方的に事実上の国境線を固定化

し,柵 の敷設などの措置をとりは じめ,突 如分断されることになった地元の住民の間

に動揺 と絶望感が広がったのである。

本稿では,ソ 連解体が及ぼした ヨーロッパ地政 と民族間関係の再編の事例として,

エス トニアの領土問題のひとつ,エ ス トニア南部のペッツェリ領土問題 とそのなかで

翻弄される少数民族セ トゥ人の状況について述べることにする。まず,本 論に入るま

えに,民 族国家 としてのエス トニアの誕生のいきさつ,お よびその背景 となった民族

状況を概観 しておきたい1)0セ トゥ人問題 も実はそこから始まっている。

1.エ ス トニ ア の 誕 生

1.民 族的背景

エ ス トニア は面 積 約4万5千 平 方 キ ロ,ほ ぼ九 州 に匹 敵 し,人 口は150万 人(1995

年)足 らず で,ヨ ー ロ ッパ で は 最 小 の共 和 国 の 一 つ で あ る。 全 人 口中 エ ス トニア人 の

割 合 は64.2%で,28.7%は 「少数 派 」 ロ シア人 が しめ る。 北 米,オ ー ス トラ リア な ど

海 外 に は 約15万 人 の エ ス トニ ア人 が い る とい わ れ る。

地 域 的 に エ ス トニア はバ ル ト3国 の一 つ であ るが,言 語 ・民 族 学 的 に エ ス トニア人

は ラ トビア人,リ トア ニ ア人 よ り,フ ィ ン ラ ソ ド湾 対 岸 の フ ィ ソラ ン ド人 と極 め て近

い 関係 に あ る。双 方 とも,ラ トビア人,リ トア ニ ア人 や ロ シア人 な ど印 欧語 族 とは異

な る ウ ラル 語 族Y'属 す る言 語 を 話 して い て,同 系 の ウ ラル諸 族 は ロシ ア ・ボ ル ガ川 流

域 やそ の北 の 針葉 樹 林 帯 に現 在 も広 く分 布 して い る。 ボ ル ガ川 流 域 には,マ リ人,ウ

ドムル ト人 な ど人 口数 十 万 人 足 らず の ウ ラル系 諸 族 が 居 住 して お り,民 間 信仰 や 口承

伝 統 な ど文 化 の古 層 に お い て西 の エ ス トニア人 や フ ィソ ラ ン ド人 と共 通 す る と ころ も

1)一 章 に関 す る文 献 資 料 は,主 に ソ連 の民 主化 以 降 に 出版 され た 一 般 的 な 歴 史 書[Estonian

Cultural、 研曽'αッ1996)IOlspuu1992][vorrPlsTo肌KoRs1993】 【RAuN1987】 【VAHTRE

l993】 【ZETTERBERG1995】 を 中 心 と して用 い た。 特 に 特 殊 な 見解,一 般 に知 られ て い な い史

実 以外,引 用箇 所 は 明記 して い な い 。
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多 い 。 しか しエ ス トニア人 た ちは,そ の後,こ れ ら 同系諸 族 とは異 な った 運 命 を た ど

って きた 。 前者 が,一 千 年 来,ブ ル ガ ー ル,モンゴル,タ ター ル諸 族,そ して 後 に は

ロシ ア人 の 圧倒 的 な支 配 の下 に お か れ て きた のY'対 し,エ ス トニア人 た ちは 西 欧 文 明

の影 響 を 強 く受 け る こ とに な った の で あ る。 それ は一 方 で は 中世 以来 の ドイ ツ貴 族 に

よる封 建 支 配 そ して他 方 では カ トリッ ク,後 に な っ ては プ ロテ ス タ ソ ト教 会 を 通 じ

て もた ら され た もの で あ った 。

2.エ ス トニア封建 時代

バ ル ト地 方 は 西暦10世 紀 前 後 よ り東進 した ヴ ァイ キ ングで あ る ヴ ァ リア グ,キ エ フ,

さ らには デ ソマ ー クや ドイ ツか らの 交 易 や 略奪 の対 象 では あ った が,外 部 か ら の本 格

的 な キ リス ト教 布 教 や植 民 を 目的 と した 侵 略 が始 ま っ たの は,13世 紀 以 降 の ドイ ツ騎

士 団 に よる も ので あ った。1400年 頃 に は 現在 の エ ス トニ ア と ラ トビア に あ た る地 は ド

イ ツ騎 士 団 の 支 配 下 に お かれ た。の ち これ ら の地 は ドイ ツ騎 士 団 の手 か らポ ー ラ ン ド,

ス ウ ェー デ ソ,ロ シ アの統 治下 に うつ る こ とに な る が,こ れ らの 時代 を通 じて農 村 人

口の99%ち か く 【voNPIsTo肌KoRs1993:170】 を しめ る農 民 を 直接 支 配 した のは 各 地

で領 主 と して君 臨 した ドイ ツ封 建 貴 族 お よび教 会 で あ った 。 か れ らは,土 着 の住 民 に

重 い賦 役 を課 し土 地 に 拘束 す る一 方 で,都 市 で は ドイ ツ人 ブル ジ ョ ワが 経 済 を 支 配 し,

ほ ぼ前 世 紀 半 ぽ まで 華 や か な上 層 文 化 を 築 き独 占 して きた 。 しか し ドイ ツ人 上 層 階 級

とほ とん ど交 わ る こ との な い 断絶 の存 在 に よ って,結 果 的 に土 着 の エ ス トニア人 た ち

は 言語 や 文 化 の面 で伝 統 を保 護 す る こ とに もつ な が った[VAHTRE1993:64】 。

1400年 代 後 半 か らの ドイ ツ騎 士 団 の衰 微 に と もな い,バ ル ト地 域 は ス ウ ェー デ ン,

ロシ ア,ポ ー ラ ン ド各 国 の 抗 争 の地 とな る。1500年 代 な かば か らの リヴ ォ ニア戦 争 の

結 果,エ ス トニア南 部 以 南 は ポ ー ラ ン ド ・リ トア ニ アの勢 力圏 に お か れ,以 北 で は南

北 に の び る ペ イ プス湖 とほ ぼ そ の延 長 線 を 東 境 と して,バ ル ト海 へ 西進 を も くろむ ロ

シ ア と対 峙 す る こ とに な った 。 この際,ペ イ プス 湖 南 端 の プス コフ とそ の 周辺 は,正

教 圏 で あ った ロ シア領 土 で あ った が,の ち本 論 で 扱 うエ ス トニ ア系 セ トゥ人 の地 ペ ッ

ツ ェ リも これ に含 まれ てい た の で あ る。 一 方 エ ス トニア 北部 に権 力 を 確 立 して い た ス

ウ ェー デ ンは1600年 代 には い って急 速 に勢 力 を 拡 大 し,1629年 には エ ス トニア南 部 か

ら現 ラ トビ ア北 部 に かけ て の地 域(リ フ ラ ソ ト)が ポ ー ラ ン ドか ら ス ウ ェ ーデ ン領 土

とな った 。 これ 以 降,ス ウ ェーデ ソは約 百 年 の間,普 通 教育 の開 始,ド ル パ ト(タ ル

ト)大 学 設 立 な ど文 化振 興 や 貴 族 の 特権 の制 限,農 民 へ の賦 役 強 制 の緩 和,接 収 農 地

の返 却 な どい くつ か の改 革 を お こな った。
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地図iエ ス トニア領土の返遷

しか し1700年に始まる北方戦争でスウェーデンが敗北 し,エ ス トニアは現在 のエス

トラン ト県(現 エス トニア北部)と リフラソ ト県北部(現 エス トニア南部およびラ ト

ビア北部)に 二分されたまま,帝 政 ロシアに編入された。 ロシアのエス トニア統治は

ドイツ貴族の特権を回復することで間接的におこなわれた。これにともない農民の自

由は極限にまで制限され,事 実上農奴の状態にまで転落することになった。一昔前の

スウェーデソ時代が古き良き時代 として偲ぼれたとい う。その後1918年 ロシア革命に

乗 じて独立を達成するまでの約200年 間,エ ス トニア人は ドイツ貴族階級 とロシア皇

帝による二重支配構造のもとで堪x忍 ぶことになる。抑圧と分断からエス トニア人た

ちが民族の意識に目覚め,国 民 としての自立を志向し始めたのは,や っと19世紀半ば

になってからであった。

3.民 族意識の覚醒

中部ヨーRッ パでは18世紀半ばから人権思想や ロマン主義の昂揚で抑圧からの解放
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を求め,ま た民族の根源へ回帰を模索する機運が高まっていた。 しか しエス トニアで

はこれ らに呼応 した動きは半世紀 も遅れ,そ れもドイツ人知識層からわき起こったも

のであった。彼 らはエス トニア人農奴の悲惨さを訴える一方,純 朴な農民や土着の文

化に関心を よせ始めた。1816-19年 の農奴解放など皇帝アレクサ ソドルー世の穏健な

政策を背景に,支 配層の危惧通 りこれ らの思想的影響はエス トニア人の間に着実に浸

透 した。そしてエス トニア人の社会階層の分化,都 市 ・工場労働人 口の増加,知 識階

層の出現など社会的条件の変化とともに,意 識面においてもエス トニア民族出現の条

件は急速に整っていった[voNPIsTo肌KORS1993:180]。

19世紀後半,学 校教育の普及により識字が一般化するのにともないエス トニア人の

知識人による文筆活動が盛んにな り,出 版物を通 して民族としての自覚や世界的な民

族 自立運動への関心が一層高まった2)0そ の最初の大きな動きは1860年 代は じめエス

トニア南部ヴィリヤンティの教師や農民によって始まったアレクサソドル学校設立構

想である。この目的はエス トニア語による高等教育機関の設立であったが,そ のため

の募金運動が69年 に開始されると全国に活動網が広が り,民 族的理想のもとに多 くの

人々を動員することになった。さらに1869年 初めて開催された民族歌謡祭は大衆によ

る民族的示威運動とな り,民 族賛歌 とともにエス トニア人 としての意識は広 く民衆の

間に根付いていった[VaxTRE1993:100】 。それまでみずからを,個 別の民族的,言

語集団としてではなく,「荘園領主」(ド イツ人)に 対する 「土地の人」としてしか認

識 しえなかった庶民にも,民 族 としてのエス トニア人にちかい意味で,現 在 と同じエ

ス トニア人(エ ースティラバヴァスEestirahvas)と いう語が用いられ始めたのはよ

うや く1858年になってからのことである[ZETTERBERG1995:71-2]3)0

このような運動の背景には,ロ マソ主義思想 と歌謡祭や民俗伝承研究とい う民族文

化運動を持ち込んだ ドイツ文化人の影響とともに,人 々の意識の凝集や質において一

足早 く国民 レベルにまで熟成 しつつあったフィソランドの存在を無視することはでき

2)1850年 エ ス トラ ン ト,リ フ ラ ソ トと も10歳 以上 の90%以 上 は 識 字 能 力 が あ った と され て い

る 【voNPIsTo肌KORSI993:182】 。

3)こ の語 はパ ル ヌの教 師 で あ り作 家 で もあ ったJ,V.Jansenが 同 年 発行 したペ ル ノ ・ボ ス テ

ィ メー ス に お い て初 め て 用 い た もの で あ る。 と ころ で庶 民 史を 研 究 対 象 とす る場 合 常 に つ き

ま と う問 題 で あ るが,直 接 に は ほ とん ど記 録 され る こ との なか った 彼 らの 意 識 は,民 族 意 識

を 含 め,我 々 の推 量 の 域 を で な い。 こ こで ホ プス ボ ーム がJ.Kahkの17世 紀 エ ス トニ アに お

け る農民 の民 族 意 識 に 関す る研 究Peasants'movementsandnationalmovementsinthehistory

ofEurope,(1985)ActaUniversitatisStockholmiensis.StudioBalticaStockholmiensia2.を 引

用 して の べ て い る よ うY',文 字 に よ り記 録 を す る こ とに な か った庶 民 と知 識 ・上 流 階 級 の 意

識 に は 相 当 に 開 きが あ った こ とは 確 か でt後 者 に よ る記 録 か ら,庶 民 の民 族 的 自覚 を 測 る こ

との 危 険 性 は否 定 で きな い[HOBSBAVMl994:58-59]。
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な いlvoNPISTOHLKORS1993:184]。 フ ィ ン ラ ン ドは 同 様 に ロ シア帝 政 下 に あ りなが

ら立憲 制 の大 公 国 と して の 自治 を 享 受 し,19世 紀 半 ば に は民 族叙 事 詩 カ レ ワラや フ ィ

ン ラ ソ ド語 意 識 の 高 ま りな どに よ って,600年 に もわ た る ス ウ ェー デ ソの支 配 の くび

きか ら文 化 的 に も 自立 を達 成 しつ つ あ った。 エ ス トニ アで始 ま った エ スh=ア 文 語 の

創 成 や 国民 叙 事 詩 カ レヴ ィポエ クの 誕 生 に この よ うな フ ィ ン ラ ソ ドが 先 駆 的 モ デ ル と

な った こ とは疑 い ない。 そ して エス トニ アに お い て も,文 化 か ら経 済 生 活 に い た る ま

で 深 く根 を下 ろ した ドイ ツの影 響 か ら ロ シア に近 づ くこ とで脱 却 し よ う とす る動 きも

現 れ るに い た った4)0

しか し1881年 専 制 的 な皇 帝 ア レ クサ ソ ドル三 世 が 即 位 し強 引 な ロ シア化 政 策 が始 ま

る と,学 校 の ロシ ア語教 育 の義 務 化,公 用語 の ロ シア語 化,ロ シア人 官 僚 の 導 入 な ど

が 実 施 され た。 芽 吹 き始 め たぼ か りの 民 族文 化 活動 に打 撃 を 与 え る こ とに な った が,

1880年 代,大 学 都 市 タル トを 中心 に 民 族 自立 へ の 思 い に沸 き立 ち つつ あ った 青年 達 の

息 吹 を もは や抑 え る こ とは で きなか った 。 折 し も世 紀 末 ロシ ア内部 の民 主 化 要 求,階

級 運 動 に よる政 情 不 安 が 増す 中 で,エ ス トニア を始 め ・ミル ト諸 国 で も政 府 や ドイ ツ人

上 層 階 級 へ の 民衆 の不 満 は募 って い った 。 当 時 エ ス トニ ア南 部 の 大学 都 市 タル ト(当

時 ドイ ツ名 ドル パ ト)と 北部 の タ リソ(ド イ ツ名 レ ヴ ァル)に お い て欝 積 す る民 衆 の

不 満 を それ ぞれ 新 聞 に よ って世 論 へ と導 い て い た の がJ.テ ニ ッ ソ ソ と後 エ ス トニア

大 統 領 に 就 任 す るK・ パ ッツであ った 。

4.独 立共和国時代

1905年 の血の日曜日事件はバル トの民主運動や民族運動にも火をつけ,エ ス トラソ

トにおいては多くの領主館が焼き討ちにあった。これらの事件はエス トニア人を次第

に政治的自立志向へ向かわせる契機 となり,そ れを抑えようとする政府の間に緊張は

高まっていった 【61sPuu1992:57]。 第一次大戦が勃発 しドイツ軍がバル トへの侵攻

を進めるさなか,ロ シアニ月革命後の臨時革命政府は1917年4月 エス トニア人の悲願

であったエス トラソトと北 リフラソトの合併を認め,ほ ぼ現在の形の統合されたエス

トニア県が成立した。そ して同時に設置 されたエス トニア県国民議会は10月革命が起

こると主権の掌握を宣言 したのである。しか しまもな く赤軍の援助のもとレヴァルに

ソビエ ト政権が樹立 された。ところがこれも翌年2月24日 エス トニアが間隙をぬって

4)1864年 南 エス トニアの農民た ちが皇帝 に直訴す るための嘆願書 を作成 し,ド イ ツ貴族 の地

代,土 地 売買 におけ る特権 や地方 政府 への干渉 の排 除を うった え よ うとして いる 【ZET-

TERBERG1995:73Jo
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独立宣言を した直後,ド イツ軍によりあっけなく排除された。その年11月 第一次大戦

で ドイツが敗北 し,あ らためてエス トニア議会による組閣が行われるが,再 び赤軍の

進撃を受けることになった。エス トニア人が 「解放戦争」 とよぶ抗争の始ま りであっ

た。エス トニア国軍はフィソラソド,イ ギ リスなどからの支援によりもちこたえ,有

利な戦況で1919年8月 ソ連との停戦を迎えることになった。そして翌年2月 タル トに

おいて ソ連 との間に講和条約がむすばれ,独 立の承認を得るとともに,国 境も画定 さ

れた。本論で扱 うエス トニア南部のペッツェリ県はこの条約において,ロ シア ・プス

台フ州からはじめてエス トニア側へ帰属することになったのである。当時約58000人

の住民のうち3分 の2は ロシア人で残 りのエス トニア人のうち大部分は正教徒のセ ト

ゥ人であった。

こうしてエス トニアは歴史上初めてエス トニア人のn国 家 として登場することに

なった。 しか し,人 口構成には他の民族も含まれてお り,当 時約110万 の人口のうち

エス トニア人は約88%,ロ シア人は8%,ド イツ人は2%に 満たなかった。ロシア人

の約半数はタル ト条約でエス トニアとなったペヅツェリとナルバ地域の住民であっ

た。ちなみに独立以前の1897年,つ まり問題の二つの領域が併合される前のエストニ

アにおけるロシア人は4.5%,ド イツ人3.5%で あった161sPuu1992:41】 。独立に至 る

までの数十年の短期間のうちにエス トニア人は国民としての意識的成熟をとげたとは

いえ,エ ス トニアの国家 としての経済的,政 治的基盤は脆弱なものであった。そのた

めエス トニア政府は西欧諸国への接近をはか り,ま たそれ らの援助のもとに近代国家

体制の基礎固めを急いだ。また文化政策においても,エ ス トニア語や民族文化を振興

すると同時に,学 校網,出 版,各 種研究組織など文化的基盤づくりにも国家事業 とし

て取 り組んでいる。一方,独 立にいたる過程やそれ以降も続 くソビエ トロシアとの緊

張関係のため,エ ス トニア政府は国内の左翼的動きには極めて厳しい態度で臨んだ。

30年代にはい り顕著化するパ ッツの独裁体制とともに当時小国エス トニアをとりまく

緊迫 した国際状況を反映するものであった。

当時の特筆すべき政策の一つに少数民族に対 してとられた文化自治法(1925年)が

あった。これは最低3000人 の登録会員を有する民族は強制力を持つ文化自治政府を形

成することを保証するものであった。実際この権利を行使 したのは ドイツ人とユダヤ

人だけであったが,そ の他の民族 も子弟への民族語教育,宗 教活動,出 版や人的な本

国文化 との交流などはゆるされた 【◎lsPuul992:180-182]。 これは,現 実には母語

による学校教育等を可能にする進歩的な多文化政策であったといえる。

実質的な独立共和国は独立から約20年後,ソ 連への強制的編入によって終焉を迎え
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ることになった。 しかし,こ の短い共和国時代はエス トニアにとって,近 代国家 とし

ての基礎を固めるうxで かけがえのない時代であった。まもな く訪れる数十年のソビ

エ ト体制下,「古 き良きエス トニア時代」 とよばれ,郷 愁をもって回想 されてきただ

けではない。 この間に築かれた国家 としての制度的 ・精神的基盤はのち,半 世紀を経

て突如訪れた独立回復の好機において国家秩序の再建に大きく貢献することになった。

5.ソ 連時 代

30年代後半,ヨ ーロッパを第二次世界大戦へと導 く大国の野心を背景に,東 バル ト

海沿岸でも局地的な緊張感が高まりつつあった。バル ト三国は,ソ 連への軍事挑発を

理由にした口実で,進 駐 した ソ連軍の威圧下での 「自由意思に基づ く」議会投票によ

り,1940年 ソビエ ト政権への移行を受け入れた。このソ連の強硬な併合の裏には,バ

ル ト地域の領土分割について,の ちモロトフ ・リッベソ トロップ議定書とよばれる密

約が,東 進をもくろむ ドイツとの間に1939年 に交わされていたことは現在では周知の

ことである。

以降第二次大戦中の ドイツによる占領期の中断をのぞいて,エ ス トニアは急速にソ

ビエ ト体制確立への政策が実施されていった。資本の国有化,農 村の集団化,旧 組織

の解体等とならんで,重 点をおかれたのが,旧 政治家と知識階級の解体 と再編成であ

った。これにともなって戦前戦後,粛 清され,あ るいはシベ リアを始め ソ連各地の収

容所へお くられた人々はおびただ しい数に上る。また混乱の間隙をぬって海外に脱出

した人々も多 く,大 部分が北米,ス ウェーデン,オ ース トラリアに政治亡命者として

受け入れられた。 これら亡命者は戦後海外にて旧体制下の文化活動を継続するととも

に,独 立体制の復活をめざした様 々な反 ソ運動を組織化された運動によって維持して

きた5)0ソ 連解体の契機となったバル ト諸国の民主化,ソ 連からの分離運動において

海外亡命者たちのはたした役割には大 きいものがあった。

とはいえ国内においてもソ連化が順調に行われたわけではない。圧倒的なソ連軍の

占領下においても,武 力によるソ連軍への抵抗と独立回復をかかげるゲリラ組織がバ

ル ト諸国各地で活動を続けている。森の兄弟 とよばれたこの抵抗組織は50年代まで民

衆の支援のもとに存続したことが知られてお り,む しろ存在 自体が反 ソ意識の象徴的

役割を担い語 り継がれてきた。 ソ連体制が進行 し,安 定 し始める60年代以降でも,エ

ス トニア人たちのとった基本的姿勢は体制への積極的な消極的参与 とでもいえるもの

5)1945-64年 亡 命 エ ス トニ ア人 に よ って海 外 で 出版 され た エ ス トニ ア文 学 は そ の タ イ トル数,

ペ ー ジ数 に お いて 本 国 よ り上 回 っ て いた とい われ る[EstonianCulturalHistory1996】 。
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であった。エス トニア語も話せないといわれたロシア出身のエス トニア人が党,政 府

の要職を占める名ばか りの共和国にあって,民 衆の関心はひたすら教養 ・文化活動 と

私的生活の向上に向けられてきたといってよい。実際これらの点でエス トニアは ソ連

では最高水準に達 し,そ れ故にスラブ系労働者の流入を招 く一因にもになった。一方

では60年代以降緩和された海外との郵便,在 外エス トニア人 との部分的交流再開を巧

妙に利用し,世 界 との接触の維持に努めている。また国内でも厳 しい情報管理体制下

にもかかわらず,知 識階級を中心にしたエス トニア人間の私的な交流網を通じ様hな

情報が往来していた。 こうして日常目にふれあうロシア人とは,個 人的にはほとんど

交わ りあうことない生活が営まれていた。モスクワの数々のテコ入れにもかかわらず,

エス トニア人の ロシア語能力者数は自己申告による統計上では増えず,ソ 連の他の地

域とは逆に70年 代末にはむ しろ低下している。「族際語」 ロシア語への無関心を装 う

ことで,体 制への参与を拒否する意図があったのは疑いないが,皮 肉にもロシア語教

育の強化の口実を与えることにもなった 【庄司1989]。

6.独 立 回復

冒頭 でふ れ た1991年 の エ ス トニ アの独 立 回復 は,長 い 間 そ れ を切 望 して い た エ ス ト

ニ ア人 に とって も,余 りに も突 然 の 出来 事 で あ った 。 そ れ に 先立 つ約2,3年 前,中

央 ア ジア,コ ー カサ ス の 民族 紛 争 や ア フ ガ ソ戦 争 で疲 弊 しき って い た ソ連 の 経 済 と秩

序 の 混 乱 に乗 じた 形 で,バ ル ト国民 が 相 次 い で,モ ロ トフ ・リ ッベ ソ トロ ップ議 定 書

を暴 露 し,ソ 連 の 占領 を 無 効 と して宣 言 す る まで,実 際 の独 立 を 再 び手 に で き る と信

じた 人 が 何 人 い たか 疑 わ しい 。 そ の後,主 権 宣 言,言 語 法 の制 定 な ど独 立 回復 へ の動

きが め ま ぐる し く進 展 す る間 で も,住 民 意 識,政 治機 構,産 業 構 造,治 安 等h隅 々 ま

で 浸透 しき った ソ ビエ ト体 制 か ら,間 もな く離 脱 で き る もの な ど とは 思 え なか った は

ず で あ る。 実 際 後 に述 べ る よ うに エ ス トニア最 高 議 会 は1989年11月 モ ロ トフ ・リッベ

ソ トロ ップ議 定 書 の無 効 性 を決 議 した が,そ の後 ゴルバ チ ョフ との会 談 に お い て さえ

目標 は ソ連 か ら の離 脱 で は な く,真 実 の 確認 で あ る と議 員 に言 明せ しめ て い るの で あ

る 【KINNUNEN1989】 。

しか し強 固 に み えた 体 制 もそ の表 面 下 で は,崩 壊 へ と導 く人hの 動 きが70年 代 末 よ

り始 ま って い た。 戦 後 の ソ ビエ ト体 制 復 活 と と もに モ ス ク ワは オイ ル シ ェル鉱 山を は

じめ 中央 直 轄 企 業 を北 部 エ ス トニア に誘 致 し,大 量 の ロ シア人 を 中 心 とす る移 民 を 送

り込 ん だ。1990年 代末 エ ス トニ ア人 口の32%,首 都 タ リンで は過 半 数 が ロ シア人 を 中

心 とす る非 エ ス トニア 人 で あ った と さえ いわ れ て い る。 そ れ と とも に,ロ シア語 は族
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際語としておよそ ロシア人の存在の予想されるところでは第一公用語の地位を占める

にいた り,タ リソではロシア語ぬきでは日常生活 さえ不 自由な状態となっていた。さ

らに70年代末からの中央政府によるロシア語教育の強化政策は,明 らかにバル ト諸国

の意識的なロシア化をめざしたもので,ま すます強まるロシア人の進出とともにエス

トニア人の間に危機感を募らせることになった 【ERONEN1987]。 その不満はある時

はエス トニア語授業削減や言論弾圧への反発 として爆発し,し ぽ しぼ流血暴動にまで

発展 している 【L,AURI$T-Netal.1989:96-ll31。 こうして当局の厳 しい報道統制 と検

閲にもかかわらず70年代末からエス トニアはじめバル ト諸国で頻発する事件は,観 光

客や留学生を通じ北欧などでもしぽしぼ漏れ聞くことができた。なかでもエス トニア

知識人が公開書簡を80年10.月28日付で ソ連の新聞数紙にお くり,エ ス トニアで進行す

るロシア化の実態を訴えた。このいわゆる 「40人の手紙」事件は何千ものコピーとと

もに内外で大きな反響を呼び起こすこととなった6)0

1985年以降グラスノスチによる言論統制緩和が進行するなかで,当 局の反応を うか

がいつつ様々な運動が起 こり始めた。当初北部エス トニアの公害企業から環境を守る

運動 として,ロ シア人イソテ リまでをも巻き込んだ形で出発 した環境保護運動は,瞬

く間にエス トニア郷土擁護運動へ,そ してエス トニアの言語や文化を守る運動へ変質

していったのは誰の目にも明らかであった。こうして,87年8月 エス トニア人たちが

もっとも切望 してきた,エ ス トニアのソ連への強制編入の経過,と くにその背景 とな

った ドイツとの間にかわされていた リッベントロップの議定書の存在を明らかにする

ことを要求し始めたのである 【VISPUU1992:270-71】 。 ソ連への併合の不当性を当局

に認めさせることはエス トニアが ソ連から分離するための第一歩であった。人民戦線

を中心に盛 り上がる大衆運動 と世界世論の支持を背景に1988年11月16日 エス トニア最

高評議会は主権宣言を行い,1989年1月18日 エス トニア語は言語法において唯一の国

家語 として規定されるにいた った。さらに同11月12日 には リッベソトロップ議定書 と

それに基づきおこなわれた1940年 のエス トニアのソ連への併合 自体を無効とする決議

が くだされた。これは,タ ル ト条約に依拠 したエス トニア領土返還要求をのち浮上さ

せるきっかけ となるものであった。

これ以降1991年 秋の独立回復にいたる約3年 は民主化,独 立回復運動とソ連当局と

の駆け引きの激動の時代であったが,す でに数多くの報告により扱われているので,

6)こ の 書簡 は ソ連 全 国紙 プ ラ ウダ,エ ス トニ アの ソ ヴ ィエ ッカ ヤ ・エ ス トニァ お よび ラバ ヴ

ァ ・バ ール に送 られ たが 勿 論 掲 載 は され なか った 。 しか し,1980年12月10日 に は ス トッ クホ

ル ムの エ ス トニア語 新 聞 を皮 切 りに,1981年 初 頭 に は,ア ル ゲマ イ ネ ・ツ ァイ ト ゥン グ,ル

・モ ン ド,ザ ・タ イ ムズ 等 に 相 次 い で翻 訳 が 掲 載 され た[Knxetal.1990:198-200]。
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それらに譲ることにする。ただここで一言つけ加えておかねぽならないことがある。

この独立回復運動は一般Y'考 えられているように単なる独立運動でも再独立でもなか

った。彼 らにとっては,占 領されていた独立国の当然の主権 の回復であった[ZET-

TERBERG1995:144】 。先V'も述べたが,バ ル ト諸国はソ連時代も教育水準,生 活レベ

ルともにソ連のもっとも先端にあった。 これが共和国時代やそれ以前の西欧との長い

接触による文化のもたらしたものであったことは明らかである。中世以降 ロシア帝政

時代にいたっても,土 着の人hは 大部分が一一握 りの ドイツ封建貴族に支配され,両 者

の間には歴然たる差はあったとはいえ,ド イツ人を経て持ち込まれた中部 ヨーロッパ

の文化は,数 百年の間に人々の日常生活から思想にいたるまで,地 味ではあるが確実

に浸透 していたのである。特に1816-19年 の農奴解放以降,エ ストニア共和国独立に

いたる100年 間に,エ ス トニア人が民族 としての意識を近代国家樹立において体現す

る過程では,明 らかに ドイツや北欧諸国をモデルとして取 り込んでいたのである。

皿.ペ ッ ツ ェ リ領 と セ トゥ人

エ ス トニア民 族 そ して エ ス トニ ア国家 の誕 生 は ま さに近 代 とい う時 代 の 産物 で あ っ

た 。 そ して以 下 に 扱 うセ トゥ人 は この過 程 で一 足 遅 れ エ ス トニア 国家 に吸 収 され エ ス

トニ ア人V'仕 立 て 上 げ られ て い った 人hで あ る。 そ の 大 きな契 機 の一 つ は1920年 エ ス

トニ アの実 質 的 独 立 を 確定 した タ ル ト条 約 に お い て,そ の 居 住地 ペ ッ ツ ェ リと と もに

Rシ アか らエ ス トニ アへ編 入 され た こ とで あ った 。 第 二 次 大戦 後,ペ ッ ツ ェ リの ほ と

ん どは 再 び ロシ ア共 和 国 ヘー 方 的 に併 合 され た が,ソ ビエ ト体 制 下 にお い て領 土 問 題,

民 族 問 題 と して 言 及 す る こ とは 当然 タ ブ ーで あ った。1980年 代 末 ソ連 民 主化 とそ れ),Y

続 くエ ス トニア の独 立 回 復 と と もに,現 在 この領 土 の帰 属 を め ぐる論 争 とセ トゥ人 の

存 在 の主 張 が注 目を浴 び 始 め て い る。 ここ では,領 土 と主 権 に おい て譲 り得 ぬ二 国 家

の狭 間 で,地 域 住 民 お よび 民 族集 団 と して の存 続 に お い て苦 慮 す るセ トゥ人 の問 題 を

明 らか に した い窺

7)第 二章の記述は,エ ス トニアにおけるセ トゥ民族集団の形成 にかかわ る主要な研究論文(文

中参照)の ほか,主 に以下 の新聞 ・雑誌記事 による。TheBalticIndependent,1989-1996

Tallinn;TheBalticTimes,1996-Riga;PetseriPostimees,1909-1910Tartu;Postimees,1991-

Tartu;TheMonthlySurveyofBalticandPost-SovietPolitics,1992‐Tallinn:Panorama-Press

SakalaCenter;Setomaa,1995-Polva(Estinia).ま た1993-1997年 にかけて,数 度にわた り実

施 した短期 の聞 き取 り調査において,セ トゥ人の民族意識や マス メデ ィア等にの らない情報

を得た。聞き取 りは,旧 ペ ッツェ リの うち現 エス トニア側 にあ るヴ ァルスカ,メ レマエ,ミ

キ ッタマエのすべての郡 か ら数村,ロ シァ側では ペチ ョラ郡のポルステ村,コ シェルキ村,

ツェロソデ村 およびペ ッツェ リ市のセ トゥ住 民を中心 におこなった。以上に加x,エ ス トニ/
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セ トゥ人 の社 会 的 状 況 や近 隣 民 族 との 民 族 関 係 を扱 った 研 究 と して は,帝 政 時 代 と

共 和 国 時代 に発 表 され た 数 点 に限 られ て お り,こ れ らは セ トゥ人 の お かれ た 当 時 の状

況 を 示 す 資料 と しては 貴 重 で は あ る が,セ トゥを と りこ も うとす る エ ス トニ ア側 の意

図 お よび,セ ト ゥに 対 す る 偏 見 な ど が 散 見 す る も の で あ っ た 事 は 否 定 で き な い

【MARKus1936;BucK1909;HURT1903】 。 一 方 セ トゥ人 文 化 に 関 す る研 究 は,エ

ス トニ アの 他 の地 域 と比 較 した 際 の特 異 性 と保 守 性 に よ り,ロ シ ア帝 政 時 代 か ら現在

ま で,口 頭 伝 承,民 間信 仰,衣 装,装 飾 な どにお い て,盛 ん にお こな わ れ て き た。 し

か しセ トゥ研 究 とい う と,ソ 連 時 代 の エ ス トニ アで は 現在 までほ ぼ 以 上 の分 野 に限 ら

れ てお り,民 族 集 団 と して の存 在 や 危 機意 識 に 関す る問 題 を 扱 った ま とま った 研 究 は,

現 在 まで ほ とん ど存 在 しなか った 。 た だ歴 史 書,百 科事 典 等 にお いて は,セ ト ゥ人 の

存 在,ペ ッツ ェ リ領 の帰 属 の 変 遷 な どが歴 史 経 過 の記 述上 止 む 終xな い 場 合,簡 単 に

触 れ られ る こ とは あ った が,そ れ らに ま つわ る問 題 点 に言 及 され る こ とは な か った。

ソ連 時 代 セ トゥ人 と他 民族 間 の 民 族 動 態 を あ つか った 研 究 と して ほ とん ど唯 一 と もい

え る もの に 【RICHTER1992(orig.1979)】 が あ ったが,こ れ も近 年 に関 しては,ソ 連

の 民族 政 策 の基 本 路 線 に従 い,多 数 派 民 族 へ の 同化 を 民 族 接触 の 自然 の成 り行 き とみ

なす な ど理 論 上 の限 界 は も って いた[RICHTERl992:203】 。 や っ と近 年 のペ ッツ ェ リ

領 土 に 関す る二 国 間 の交 渉 に お い て,セ トゥ人 の抱 え る問 題 が,主 に セ トゥ人 自身 の

活発 な運 動 や 意 思 表 明 に よっ て,行 政 や マ ス コ ミの関 心 を よび は じめ,新 聞 の紙 面 に

登場 す る こ と も多 くな って き たぼ か りで あ る。 た だ こ う した 状 況 の変 化 なか で,研 究

の 対 象 と して セ ト ゥ人 の 政 治 ・社 会 的 状 況 や 意 識 に も 目を 向 け られ つ つ あ る

lHAGul995;V飢Ke'α1.(eds.)1996]事 は つ け加 え る こ とが で きる。

1.タ ル ト講和 条約 とペ ッツ ェ リ領

問 題 の エ ス トニア南 東 部 の一 角 ペ ッツ ェ リ8)領(現 在 ロ シア ・プ ス コフ州 ペ チ ョル

イ郡)は エ ス トニア北 東 部 の ナ ル ヴ ァ川 東 岸 領(現 在 ロ シア ・ペ テル プル グ州)と と

もに,現 在 エ ス トニアが ロシア に対 し領 有 を 主 張 して い る地 域 で あ る。 い ず れ も現 在

ロシ アが 実 効 支配 して い るが,第 二 次大 戦 以前 エ ス トニア が独 立 共 和 国 で あ った 約20

＼ ア の セ トゥ研 究 者MarePiho,HenoSarv,セ トゥ運 動 家AarneHornよ び セ トゥ会 議 常 任

委 員PaulHagu,IlmariVananurm,ペ ッツ ェ リ連 合 代 表ReetTobre(1997没),ペ ヅツ ェ リエ

ス トニ ア学 校 長VilmaTikasか ら も関 係 す る情 報 を 得 た。

8)以 下 文 中 で登 場 す るペ ッツ ェ リの 地 名 は エ ス トニア語,あ るい は そ の セ トゥ語 に よ るバ リ

ア ン トで しめ す 。 そ のほ とん どに は ロ シア名 が存 在 す るが,特 に 必 要 が あ る場 合 以 外 用 い な

い。
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年 間,そ の領 土 であ った 地域 で あ る。

前 章 で 述べ た よ うに,こ れ らが エ ス トニア領 に画 定 され た の は,ロ シ ア革 命 後 独 立

を 果 た した エ ス トニ ア共和 国 と ソ ビエ ト ・ロ シア との間 で 締結 され た タル ト講 和 条 約

(1920年2月)に お い て であ った9}0こ れ に よ りエ ス トニ アは 国土 の約5%の 領 土 を そ

の住 民 と と もに獲 得 した 。 ペ ッツ ェ リす なわ ち セ トゥの地 で あ る約1777km2は,そ

れ まで ロシア の プ ス コフ県 の 一部 で あ った が,当 時 同様 に ロシ アの 支配 下 に あ った 本

来 の 「エ ス トニ ア の地 」(行 政 上 北 半分 は エ ス トニ ア県=エ ス トラ ソ ト,南 半 分 は リ

ヴ ォニ ア県=リ フ ラ ン ト北 部 に分 割 され て い た)に は含 まれ て お らず,こ の条 約 で 初

め てエ ス トニア領 とされ た の で あ る。

ペ ッ ツ ェ リ領 編 入 の背 景 に は ,エ ス トニ アが1918年2月 の 独 立 宣 言 直後 侵 攻 した 赤

軍 に対 しての 「解放 戦 争 」 にお い て 持 ち こた え る中 で,外 国か らの 干 渉 と内戦 で疲 弊

す る ロ シア側 に 何 よ りも停 戦 を 受 け 入れ ざ るを 得 な い事 情 が あ った 。 しか しそ れ に加

え,停 戦 条 約 締 結 の 直前 ま で,エ ス トニア側 は 南 部 で は ほ ぼペ ッ ツ ェ リに 当 た る部 分

に まで 戦 線 を進 め維 持 して い た こ と 【RAuNl987:110],さ らに この地 域 に は エ ス ト

ニ ア系 の住 民 セ トゥ人 が居 住 して お り,当 時 の ヨー ロ ッパ を席 巻 してい た民 族 自決 の

思想 か らみ れ ぽ エ ス トニア の領 土 要 求 は それ な りの根 拠 が あ った のか も しれ な い。 解

放 戦争 さなか 戦 線 が 好 転 の 兆 しを み せ た1919年4月,エ ス トニア は憲 法 制 定議 会 を 召

集 し,6月 初 め て の 暫 定 憲法 を制 定 した が,す でに そ こで は,エ ス トニア の領 土 には,

他 の領 土 に加 えペ ッツ ェ リ市,イ ル ボス カ,パ ソ コ ヴ ィ ッツ ァ,ロ ボ トカを ふ くむ ペ

ッツ ェ リ県 が属 す る と記 され て い る 【MATTISEN1993:88Jio>o

とこ ろで セ トゥ人 とは どの よ うな人hで あ った の だ ろ うか。 彼 らの意 識 に つ い て は

後 でふ れ る こ とに して,簡 単 に客 観 的 事 実 の み を あ げ て お く。 セ トゥ人 の話 す セ トゥ

語 は エ ス トニア南 部 の ヴ ォル 語 と とも に南 エ ス トニア方 言 を 形 成 して い る。 そ のい く

つ か の顕 著 な言 語 的 特 徴 に よ り,む しろ独 立 した 「言 語 」 とみ な そ うとす る人hが,

ヴ ォル語,セ トゥ語 運 動 家 に 多 い。 しか し,こ の ケ ース の よ うに あ る言 語 と方 言 的 連

9)1919年12月5日 か ら1920年2月2日 まで の講和 交渉 に おけ る双方 の駆 け引 きは[MAT-

TISENl993:33-62】 に詳 しく述べ られているが,決 して順調 に進んだわけでは ない。双方 と

も2-3度 国境案 を提示 してい るが,い ずれ も最初 の案 では,画 定 線に比べ相手 領土側 に食

い込む ものであった。最終的にエス トニア側 に有利 な結果にな った とはいえ,決 して ソ連が

敗者 として交渉に望んだわけではな く,ソ 連 の国 内事情な ど複雑な要因が関わ って いた こと

はエス トニア側に も周知 の ことであ った 【MATTIsEN1993:60-61】 。

10)こ れ より約一年前,1918年2月 のエス トニアの独立宣言においては,そ の初 めの部分 でエ

ス トニアの領域が郡名を列挙 し規定 され る中で,ペ ッツェ リあ るいはセ トゥは あげ られ てい

ない。ただ し,ラ トビア,ロ シア と国境 を接す る地域において,共 和国の境界 の最終的 な決

定は現在の戦争が終結 した際に,住 民投票 によってお こなわれ る,と している 【MATTISEN

1993:137-138]0
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続 体 を形 成 して い る場 合,そ れ が 「言 語 」 で あ るか 「方 言 」 で あ るか は 純 粋 な言 語 学

的 条件 以外 の事 情 に 左 右 され る こ とが 多 い。 した が って,そ の よ うな 論 争 は,今 セ ト

ゥ人 が独 立 した 民族 か 否 か の決 定 的 要 因 に は な らな い11)0実 際 に,セ トゥ語 を 自立 言

語 とみ な し,そ れ を 根 拠 に セ ト ゥ人 を 民族 と よぶ こ とは,ペ ッツ ェ リが 不 可分 の領 土

であ る とい うエ ス トニア の 主張 に とって,そ れ を否 定 す る 口実 を ロシ ア側 に あたxる

と して,危 険 視す るM.Hintの よ うな言 語 学者 もい る 【HINT1994】 。

一 方彼 らは ペ
ッ ツ ェ リ とい うか な り限 定 され た地 域 を 伝 統 的 居住 地 域 と してみ な し

て お り,地 域 的 な輪 郭 は 明 確 で あ る。 上 に も述べ た よ うに,ペ ッツ ェ リは,タ ル ト条

約 に よ り初 め て エ ス トニ アの 一 部 と して併 合 され,そ の住 民 も他 の エ ス トニ ア人 と同

じ統 治 下 に お かれ る こ とに な った。 このべ ッツ ェ リ地 域 には 遅 く とも9,10世 紀 に は

ス ラブ人 が流 入 し始 め 土 着 の エ ス トニ ア人 た ち の祖 先 と接 触 し始 め て い る。 そ して11

世 紀 以 降 次第 に ノブ ゴ ロ ドの 勢 力 が増 す につ れ て,他 の エ ス トニア人 か ら切 り離 され

て 正教 圏 に組 み込 まれ て い った よ うで あ る[VaLKl996:13]。 そ の後,こ の地 は 他 の

エ ス トニ ア人 の大 部 分 が ドイ ツ,ポ ー ラ ン ド,ス ウ ェー デ ンの 支配 を 受 け る なか,プ

ス コ フ領 の一 部 と して ロ シア の影 響 下 に おか れ て きた。 セ トゥ人 の居 住地 域 と して の

ペ ッ ツ ェ リの,特 に西 に対 す る明 確 な境 界 が ,政 治 ・宗 教 的 境 界 に よ って13世 紀 以 降

確 立 され,こ れ が タル ト条 約 まで の ほ ぼ700年 間,実 際 に 文 化 的境 界 と して も機 能 し

て い た こ とは 墳 墓 や埋 葬 形 態 の研 究 に よ って も 明 らか に され てい る[1.,AULl995】 。

この よ うに宗 教 的,政 治 的 に ロ シアに 統 合 された こ と に よ り,特 に生 活 慣 習,衣 服,

儀 礼等 に は ロシ ア文 化 の影 響 が 残 り他 の エ ス トニ ア地域 か ら大 き く際 立 つ こ と とな っ

た 。 また一 方 では,エ ス トニア文 化 の 周縁 地 域 であ った た め,他 で は 失 わ れ た伝 統,

特 に 民 間信 仰,儀 礼,口 頭 伝 承 が 長 く保 たれ て きた 。 この よ うな セ トゥ文 化 の特 殊 性

に 関 す る研 究 は多様 な エ ス トニア文 化 の一 部 と して,ま た そ の古 形 を 伝 え る もの と し

て,多 くの蓄 積 が あ る。 た だ し,セ トゥ人 が この間 他 の エ ス トニ ア人 か ら分 断 され て

いた わ け で は な い。 セ ト ゥ人 の なか に は 大都 市 プ ス コ フを 背景 に,農 作物,魚 等 の交

易 で は エ ス トニ ア との 間 で商 人 と して 成功 す る もの も多 か った。 国 家 を志 向 し始 め た

エ ス トニ アは この よ うな セ トゥ人 をそ の 言 語 を根 拠 と してエ ス トニ ア国 民 の一 部 とみ

な し}彼 らの 居住 す る地 域 ペ ッツ ェ リを もエ ス トニ ア の領 土 に属 す るべ き もの とい う

11)多 くの場合集 団の意識的 な自立志 向が,他 とは区別 され る 「言語」の存在 を維持 してい る

場合が多い。ただ し,ひ とたび 「言語」認 識が生 じる とそ の存続 自体が 目的化 され るのが一

般であ る。セ トゥ語,ヴ ォル語 の場合,一 部 の主張に もかかわ らず,標 準 エス トニア語間で

の意思の疎通は,全 く不可能 ではない。彼 らが よ り近 いと信 じるフィソラン ド語 よ り,エ ス

トこア語話老にははるか に理解 しやすい。 しか し運動家 の間 では現在 これ らの文語 と しての

確立や 日常語 としての復権が関心 の対象 とな っている。
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判 断 をお こな った の で あ る。

2.ペ ッ ツ ェ リの エ ス トニ ア 編 入 の 背 景

しか しタル ト条約 締 結 以 前,ペ ッツ ェ リ側 の住 人 か ら も,エ ス トニ アへ の接 近 は は

じま って いた 。二 月 革 命 後 の1917年6月 ロ シ ア ・プス コフ県 下 に あ った ペ ッツ ェ リ市,

郡 議 会 議 員 は エ ス トニア県 国 民 議 会 に た い し,ペ ッツ ェ リの エ ス トニ ア人 の 名 でペ ッ

ツ ェ リの エ ス トニア へ の編 入 の 請 願 を行 な って い る[MATTISENl993:88]。 そ の エ ス

トニア とい えぽ,ロ シア帝 政 下 分 断 され て い た二 つ の エ ス トラ ソ ト県 お よび リフ ラ ソ

ト県 北 部 が,二 月革 命後 一 つ の 県 へ と統 合 され,領 土 的 に も民 族 統 合 へ の 道 を歩 み初

め て い た の であ る。 この際 設 置 され た エ ス トニア 国民 議 会 は 自治 政 府 とな らび,は じ

め て の エ ス トニ ア人 に よ る 自治機 関 と して活 動 をは じめ た ば か りで あ った12)0上 の ペ

ッツ ェ リの郡 議 会 議 員 の請 願 理 由書 で は,ペ ッツ ェ リ市,ロ ボ ドカ,パ ンコ ヴ ィ ッツ

ア,イ ル ボ ス カ に居 住 す る2万 人 以 上 の 「エ ス トニア人 」 す なわ ち セ トゥ人 の 状 況 を

こ う訴 え て い る。 つ ま り,彼 ら の うちほ とん どが 当地 の公 用 語 で あ る ロ シア語 が 解 せ

ず,ま た教 会,学 校 にお い て エ ス トニ ア語 が 使 用 され て い ない た め,教 育 の面 で 他 に

大 き く遅 れ て い る。 彼 等 の教 育 お よび 経 済 状 況 の 改善 の ため に は教 育 水 準 の高 い エ ス

トニ ア と統 合 す る必 要 が あ る とい うの で あ る[MATTISEN1993:127-8】 。 しか し同 時

に 現 地 の ロ シア人 住 民13)が エ ス トニ アへ の 統 合 につ い て反 対 して い る こ とに もふ れ

て お り,こ の請 願 が二 月 革 命後 の混 乱 に 乗 じて 緊 迫 した状 況 下 で エ ス トニア人 側 か ら

一 方 的V'提 出 さ れた も ので あ る こ とを 示 唆 して い る
。 結局 こ の請 願 は そ の後 の革 命 や

ドイ ツ軍 の 侵攻,解 放 戦 争勃 発 に よる混 乱 の な か で,審 議 が延 期 され る こ とにな り,

再 び 交 渉 の机 上 に上 る のは,エ ス トニア解 放 戦 争 後 の講 和 交 渉 に お い て で あ る。

いず れ に せ よ,ロ シア革 命 以前 の帝 政 時 代 に お い て す で にペ ッツ ェ リで は エス トニ

ア人,セ トゥ人 の 間 で エ ス トニ アへ の編 入 を 模 索 す る動 きが あ った の は確 か であ る。

12)エ ス トニア自治政府の最初の首相 は,の ち1938年 独立への脅威が高まる中で,エ ス トニア

初 めての大統領に就任 した コンス タソテ ィソ ・パ ッツである。パ ッツは権力を一手 に掌握 し,

強権 をもって国家の非常事態をの りきろ うと したが,1940年 ソ連軍の侵攻,ソ ビエ ト政権樹

立 の激動 のなかで家族 とともに ロシアへ連行 された。80年 代後半か らのエス トニア独立回復

の過程 では,パ ッツは短か った共和 国時代 の象徴 としてあつかわれ,そ の名誉 回復運動が反

ソ気運を盛 り上げた。

13)請 願書 においては,約 二万人のエス トニア人 は現地 の人 口の80%以 上,ロ シア人 は20%と

しか解せ ない表現が用い られてい るが,こ れ は本論 中に示す よ うにその前後 の人 口統計か ら

みて不 自然 である。 あま りに も現実 とは離れ た数値 のため誇張を意図 したのではな く,解 釈

Y'よ っては該 当す る四つの郡すべての人 口の合 計に しめ る割合ではな く,そ れ らの うちセ ト

ゥ人,エ ス トニア人が多数居住す る地域 のみ を指 した可能性 もあ りうる。 しか しそ の場合 で

も地域 は当然規定 され るはずであろ う。
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上 の請 願 書 にお い て は,原 住 の セ トゥ人 とい う集 団名 称 よ り,本 来 の エ ス トニアを ふ

くめ た 「エ ス トニ ア人 」 とい う総 称 が 用 い られ て い る。 後 に も述 べ る よ うに,エ ス ト

ニ ア側 の一 般 の文 献 で は 当時 セ トゥ人 は しば しぼ 個 別 集 団 と して扱 わ れ て い た こ とを

理 解 す る と,こ の 請願 に もち い られ た エ ス トニア人 とい う語 の背 景 に は,エ ス トニ ア

へ の統 合 を意 識 した政 治的 な意 図 が み て とれ る。 この よ うな動 きが,さ きに述 べ た よ

うな1917年 の2月 革 命 以降 民 主 化 の波 に の って活 発 化 した の で あ ろ う。 これ が 当時 す

で に 国家 をめ ざす 民 族運 動 と して最 盛 期 に 入 って いた エ ス トニア側 か らの 一方 的 な 働

きに よる ものか,セ トゥ人 の あ いだ に 自然 発 生 的 な形 で す で に存 在 して い た ものか 確

か な と ころは 不 明 で あ る。

これ に関 して,少 な く とも1905年 の 血 の 日曜 日事 件 前後 か ら,エ ス トニア の民 族 運

動 家 が,ペ ッ ツ ェ リの セ トゥ人 に対 して,エ ス トニ ア人 と して の民 族 意 識 の啓 発 す る

種 々の試 みが 実 施 され て い た こ とを裏 付 け る事 実 は 記 録 され て い る[USTAv1989】 。

当 時 の セ トゥ人 の 状 況 を記 録 した ブ ックに よれ ば,1907年 エ ス トニ ア語 の 教会 と学 校

で の使 用 が 許 可 され た際,エ ス トニ ア側 で は反 響 を呼 び,一 般 か ら送 られ た本 で初 め

て の エ ス トニ ア語 の 図書 館 が設 立 され た が,エ ス トニ ア人 た ち には 本 に よ るセ トゥ人

へ の 啓蒙 が 目的 で あ った[BucK1909:36-37J。 また 当 時 ロ シア 帝政 時 代 末 期 のエ ス

トニ アに おけ る民 族 主義 政 党 を率 い てい た ヤ ー ン ・テ ニ ッソ ンは1909年 タル トに お い

て ペ ッツ ェ リの セ トゥ人 を対 象 に民 族 主 義 的 な エ ス トニ ア語 の新 聞 ペ ッツ ェ リ ・ボス

テ ィメ ースを 創 刊 し,エ ス トニ ア語 で の 啓蒙 活 動 を行 って い た。 この 創 刊 号 の発 刊 の

辞 に お い て テ ニ ッ ソ ソは そ の 目的 に次 の よ うな言 葉 を加 え て い る。

ペ ッツェ リ・ボステ ィメースには実現す べ き重要 な課題が ある。真 の意味 での進歩,正

義,そ して 自由を勝 ち取 る ことである。 それ はペ ッツェリのエス トニア人(セ トゥ人)の

向上 への努力における指導者 とな り支持者 となろ う。 そ してこれ ら憐れな ものの文明生 活

向上 をたすけ よう。お互 いに疎遠 にな った民族 の二つ の部分 を親 しませ,統 合の絆を両者

の間に結 ぽ う。 そ して願 わ くぽ力の限 りプス コフのすべ てのエス トニアの住人の代弁者 と

な り,か れ らの喜び と悲 しみを積極的にわかちあいたい 【PetseriPostimees1909.6.6.1。

セ トゥ人 を エ ス トニア人 の 同系 集 団 とは しなが ら も当 時 と して は まだ 同 じ民 族 とは

み な しえ る条 件 に は な か った こ とが うか が え る。 また,発 刊 の趣 旨そ の ものや,こ と

ば の 端hY'は,同 胞 と して 同情 を よせ な が らセ トゥ人 を エ ス トニ ア人 に 比 べ,粗 野 で

遅 れ た啓 蒙 され るべ き対 象 と してみ て い た の は あ き らか で あ る。これ は おそ ら く当時,
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一般 の エ ス トニア人G'も 共 通 した 心 情 で あ った と思 わ れ る
。 この よ うに セ トゥ人 が エ

ス トニ ア人 とは 同 じ民族 とみ な され な か った第 一 の原 因 を,19世 紀 後 半 エ ス トニ ア側

で 社会 的,経 済 的発 展 と とも に急 速G'進 展 した 「エ ス トニ ア」 民族 の形 成 の動 き 自体

か ら,セ トゥ人 が 切 り離 され て いた こ ととす る説 が あ る 【RICHTERl992:1801。 当 時

100キ ロ余 り離 れ た タ ル トで沸 き立 つ エ ス トニア 民 族運 動 も,ロ シ ア ・プス コ フ県 に

属 し,正 教 会 と ロシ ア語 が支 配 す るペ ッツ ェ リまで は直 接 影 響 す る こ とは なか った の

で あ る。

ところ で,エ ス トニ ア人 と同 系 の セ トゥ人 の 存 在 が ペ ッ ツ ェ リのエ ス トニア側 へ の

編 入 の 理 由 で あ った に もか か わ らず,ペ ッ ツ ェ リの 人 口は セ トゥ人 の み に よ って 占 め

られ て い るわ け で は なか った 。 ペ ッ ツ ェ リ地 域 全 体 で は セ トゥ人 お よび エ ス トニア人

は む しろ少 数 派 で あ った。 ペ ッツ ェ リの エ ス トニ アへ の 編 入 直後1922年 の 統 計 で は ペ

ッツ ェ リ県 の58850人 中 約38000人(65%)が ロ シア人,残 りの約2万 人 中 セ トゥ人 は

4分 の3以 上(全 体 の25.6%),残 り は エ ス ト ニ ア 人(7.4%)が 占 め て い る

[Setumaa1428:42]0

当 時 の民 族 分 布 地 図 を み る と,セ トゥ人 と ロ シア人 は 村 ご とに 比較 的 明瞭 な 住 み わ

け を行 って いた ら しい 。 エ ス トニ アに 併 合 され た ペ ッ ツ ェ リ地 域 を半 円形 の右 が わ の

部 分 に み た て る とべ ッツ ェ リ市 は 円 の中 心 に位 置 し,ロ シ ア人 を 多数 派(63%)と す

る混 住 地 域 で あ った 。 しか しエ ス トニ ア 本 土 に 接 す る半 円形 内 側 の北 半 分 の ヤ ル ベ

ス ー,マ エ,メ レマ エ郡14)は セ トゥ人 が 地 域 の68-79%を 構 成 して お り,半 円形 の外

縁 部 イル ボス カ,セ ンノ,ラ ウ ラ,ク ル イ ェは90-99%が ロシ ア人 の居 住 域 で あ った 。

の こ りの両者 に挟 まれ た ロオ トヴ ァ,サ ッ ツ ェ リ,ヴ ィロ,つ ま り半 円形 内側 の南 半

分 は 両者 の混 住 す る地域 で あ った[Setumaa1928:41】 。(地 図2参 照)全 体 的 と して

人 口密 度 は ロシ ア人 の集 中す る東 南 部 に お い て高 い傾 向 を 示 して いた が,こ の地 域 は

ペ ッツ ェ リと当 時 の プス コ フ県 都 を 結 ぶ幹 線 道 路 お よび ラ トビア の リガへ 向 か う道 路

が 交 わ る交 通 の要 所 で もあ った。 い ず れ に せ よ,タ ル ト講 和 条 約 で は,セ トゥ人 が 多

数 居 住 す る地 域 のみ で は な く ロ シア人 居 住 地域 も含 め た 地 域 が エ ス トニアに 編 入 され

た こ とに な る。 しか しこの 時 点 で ロシ ア人 住 民 を も多 数 取 り込 ん だ お かげ で,戦 後 ソ

14)ロ シ ア時 代 ペ ッツ ェ リは ペ ッ ツ ェ リ,イ ル ボス カ,パ ン コ ヴ ィ ッ ッ ァ,ロ ボ トカ,ペ ッッ

ェ リ四つ の 郷(ヴ ォ ロス チ)か ら構 成 され て いた が,1922年 に エ ス トニ ア の郡(ヴ ァル ト)

の平 均 に 相 当 す る規 模 の11の 郡 に分 割 され た 。 この分 割 作 業 は,行 政 の便 宜 上 セ トゥ人 と ロ

シア人 が そ れ ぞ れ で き るだ け純 粋 な郡 を構 成 す る よ うに 民 族 の 居 住分 布 を考 慮 してお こな わ

れ た とい う[Setumaal928:3-5]。 また1924年 に は 新 ペ ッツ ェ リ県 南 部 の 一部 ラrビ ア人 居

住 地域 を ラ トビ ア側 に譲 渡 してい る。
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地図21930年 ごろペ ッツェリのセ トゥ人 の分布([LEIsl61992:196]に よる)

連 体 制 の 復活 と ともに 再 び,ペ ッ ツ ェ リの 大部 分 を ロシ ア側 に接 収 され る 口実 を与 え

て しま うの で あ る。

784



庄司 エス トニアのベ ッツェ リ領土間題

3.エ ス トニア共和 国時代 の ペ ッツェ リ

ペ ッツ ェ リが実 際 に エ ス トニアの 一 部 と して存 在 した の は タ ル ト条 約 か らエ ス トニ

アが 再 び ソ連 の実 質 支 配 下 に は い った 第 二 次大 戦 後 まで の25年 ばか りの間 で あ る。 ペ

ッツ ェ リは それ ま で長 くエ ス トニア領 か ら き りは な され,ま った くの ロシ ア的文 化 支

配 下 に あ った こ とを考 え る と,当 時 政 府 に と って は住 人 を エ ス トニア に統 合 す るた め

の根 本 的 な 政 策 が急 務 であ った はず で あ る。 特 に政 治,経 済 面 に お い て ペ ッツ ェ リを

エ ス トニ ア本 土 に組 み 込 み,生 活基 盤 を 確 立 す る こ とが 第 一 の 課題 と して はか られ た

こ とは 疑 問 の 余 地 は な いが,こ こで は文 化 政 策 に つ い て のみ 触 れ る こ とにす る。

まず 教 育 面 で は,ペ ッツ ェ リの エ ス トニ ア併 合 請願 書 に も あ った とお り,ロ シ ア文

化 の絶 対 的 支 配 に くわ え教 育 シス テ ムそ の もの の 不備 か らか な りの お くれ が あ っ た。

エ ス トニ ア側 で は ス ウ ェー デ ソに よ る支 配 期 の伝 統 を受 けつ ぎ,地 方 に お け る教 区学

校 に よ る教 育 シス テ ム も整 備 され て い た 。1850年 エ ス トニ アで は 一 教 区 あ た り平 均

ll.3校,農 民621人 に つ き一 校 存 在 した とされ て い る[VAHTRE1993:89】 。1889年 に

は新 兵 の98%が 読 み 書 きで きて いた とい う。 しか し1887年 に は ロシ ア化 政 策 が 強 化 さ

れ るな か エ ス トニ ア語 に よる教 育 は 禁 じられ たた め に,4年 後 の1901年 に は 新兵 の 識

字 率 は80%に ま で下 降 した。 後1905年 の 革命 後 い くぶ ん 改善 され,初 等 学 校 で は 低 学

年 の 授業 に エ ス トニ ア語 を 用 い る こ とが 可能 に な った 。 また エ ス トニ ア語 を 用 い る私

立 学校 も許 可 され て い る[PULLERITS1935:49】 。ペ ッツ ェ リでは 教 会 学校 が1860年 代,

ゼ ム ス トヴ ォ学 校 が1870年 代 以 降 に な って設 立 され 始 め る。 しか し これ らは す べ て ロ

シ ア語 で行 われ た ため,セ トゥ人 の子 供 た ちに と っては 縁 遠 い もの で あ った 。 ロシ ア

語 を 理 解 せ ぬ子 ど もた ちが 通 った と して も,ロ シア語 の授 業 か らは ほ どん ど読 み 書 き

も ろ くに 習 得 で きぬ 状 態 で,親 の方 も学校 に た い して期 待 を 寄 せ る こ とは な か っ た

【BucK1909:21-231。1885年 セ トゥ人 の うち ロ シア語 の読 み 書 き で きた の は わず か80

人 で あ った 。 エ ス トニ ア 人 とセ トゥ人 の た め の教 会 学 校 が 開 校 さ れ た の は や っ と

..../-1890年 に な って か らで あ るが,や は りロ シ ア語 が 用 い られ た 。 そ のた め 子 供 た

ち は ロシ ア語 に な れ るた め,就 学 以 前 に ロ シア人 の 家 畜番 な どに や られ る こ と もあ っ

た とい う[Setumaa1928:88-92】 。 教 育 事 情 のや や 改善 され た1909年 の 段 階 で さ.`Z..,

初等 学 校 は さ ま ざ ま な レベ ル の もの を ふ くめ て31校,1500人 あた り一 校 の 割 合 で あ っ

た 。 ペ ッ ツ ェ リが エ ス トニ アに編 入 され た1920年 の時 点 で の識 字 率 は,エ ス トニ ア本

土 が96%に 達 してい た のに 対 し,現 地 のセ トゥ人,ロ シ ア人 と も含 め て40%で あ った

[MATTISEN1993:87-88】 。 も ち ろ ん この 低 い数 値 の 最 も大 きな 原 因 は,そ れ ま で の
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ロシアにおける教育制度にあったことはい うまでもない。

エス トニアへの編入後,ペ ッツェリでは教育制度の大きな改革がみられた。全国と

同様に6年 制の義務教育制度が しかれ,は じめて組織的なエス トニア語による教育が

行われている。1922年 の時点で初等学校はエス トニア語校39,ロ シア語校58,ラ トビ

ア語校3で あった。 しかし住民の経済状態や教育への関心の低さから効果はすぐには

あらわれていない。1922年 の不登校児童数は2100人(32%)で あった。また両親の中

にはロシア正教徒であるため,エ ス トニア語 よりむ しろロシア語を学ぽせるものもい

たとい う 【Setumaal928:98-101】 。こうして50の 成人学級の増設など政府の努力に

よっても1934年 に文盲率はペ ッツェリ全体で35.3%(ペ ッツェリ市では3.9%)に 下が

ったのみであった[PULLERITS1935:50]。

第一章で述べたように,民 族文化政策では共和国時代エス トニアは多文化政策 とし

て少数民族文化自治法(1925年)な ど当時の世界では最 も進んだ試みをおこない,国

内の民族間関係の安定をはかっている。セ トゥ地域においても,そ れにそった形でロ

シア人,ラ トビア人への文化政策がいくつかとられている。また1924年 にペ ッツェリ

県のラ トビア人居住地域がラ トビアに割譲 されたのも同様の理 由に よるものであろ

う。

また当時エス トニアでは独立を契機に,そ れまで抑圧,あ るいは制限下にあった民

族文化の振興がはかられたのは当然 ことでもあった。 しか しペ ッツェリでは他の地方

以上に国家への統合をめざした意識的な国民文化政策,換 言すれば文化的エス トニア

化政策が必要 とされた。エス トニア本土において18世紀以降みられたような民族意識

の高揚 と意識的な民族文化形成の過程に積極的には参与する機会のなかった当地のセ

トゥ人は,学 校教育におけるエス トニア語への無関心が一部で見られたように,そ の

民族的な帰属意識においても,本 土のエス トニア人 とはいくらかギャップがあったに

ちがいない。先にも述べたようにペッツェリはロシア人多数派を擁していた うえ,セ

トゥ人は宗教的にはロシア正教徒であ り,ロ シア人 とは多 くの文化的共通項をもって

いた。それに対 してセ トゥ人のエス トニア化のために,エ ス トニアの他の地方 とは異

なる文化政策がとられたのも十分あ りうることである。

エス トニアが共和国として独立 して間もない1926年 から,エ ス トニア文学協会郷土

研究編纂委員会の編になる大規模な県誌集rエ ス トニア』が国家的使命をもって出版

された。その第3巻 『セ トゥ県』では県の自然,住 民,経 済 文化について概観した

のち,歴 史の章は次のような言葉でむすんでいる。

786



庄 司 エス トニアのベ ッツェリ領土問題

タル ト条約 のあとセ トゥの地は エス トニアY'と どまることにな った。 これ に よ りセ トゥ

はず っと以前属すべ きであったエ ス トニア人の国に統合 され た。なぜな らぽセ トゥの地 の

ほ とん どがエス トニア民族 の血を分けた人hだ か らだ。何百年 もの間セ トゥの地 は,そ の

精神 的本質 とは全 くこ となる起源 のためほ とん ど肯定的なかかわ りを持たなか った異民族

との関係を強 い られ てきた。今や っ とセ トゥの地が他 のエス トニアと文化的に近づ く時が

や って きた。 セ トゥの民 はエス トニアの他 の地 の人hと 完全Y'と け あ うよ う持つすべての

力を捧 げるべ きであ る[Setu〃Taa1928:151】 。

こ の よ うな姿 勢 は 実 際 に そ の文 化 政 策 に も現 わ れ てい る。1927年 ペ ッツ ェ リで は教

育 評 議 員 の選 挙 が行 わ れ た が,ロ シア人 お よび ロ シア人 側 に た つ セ トゥ人 が 多 数 派 を

しめ た。 これ に た い しエ ス トニア教 育 省 は それ を承 認 せ ず しぼ ら くは空 席 の ま まで あ

った[Setu〃zaa1928:353】o

文 化 運 動 に よ るエ ス トニ ア化 も試 み られ てい る。 エ ス トニ ア文 化 の愛 好 活 動 は 帝 政

末 期,民 主 化 の動 きが強 ま った1907年,ペ ッツ ェ リ ・エ ス トニ ア歌 謡劇 団 「カ レヴ」

の 設 立 で は じま った 。 活動 は劇 の 上 演 や演 奏 会,文 学 のタ ベ な どで あ った が,翌 年 に

は 先 に も述 べ た よ うに エ ス トニ アか らの援 助 に よ り図 書館 を設 立 して い る。 しか しこ

の よ うな文 化 活 動 が 本 格化 す る のは 独 立 後 に な っ てか らで,そ の 中心 は ペ ッツ ェ リ民

族 教 育 協 会(1919)で あ った。 これ は セ トゥに おけ る知 識 的,宗 教 的,倫 理 的,身 体

的 教 育 の向上 を め ざす こ とを活 動 目的 と して い た が,設 立 当初 の構 成 員 は 一 般 大衆 で

は な く役 人 と軍 人 で,国 家 政策 的色 彩 の強 い もの で あ った こ とが推 察 され る。 実 際 に

後 でふ れ る新 聞 ペ ッツ ェ リ ・テ ア ッタヤ の発 行,各 地 の図 書 館 の設 立 な どでは エス ト

ニア政 府 か ら多額 の援 助 を受 け て い る。1921年 秋,ペ ッツ ェ リ民 族教 育 協 会 は セ トゥ

の教 育,民 族 活 動 家 を 召集 し,第 一 回 セ トゥ会 議 を 開催 した 。 この 会議 で は成 人 教 育

の た め の休 日学 級 の 開設,博 物 館 の設 立 の ほか に,当 時 エ ス トニ アで は全 国的 な民 族

的 行事 とな ってい た 民 族歌 謡 祭 の開 催 な どが決 定 され て い る。 帝 政 末 期 に は タル トに

お い て ペ ッツ ェ リのエ ス トニア,セ トゥ住民 のた め に ペ ッツ ェ リ ・ボ ステ ィ メ ース が

発 行 され て い た こ とは さ きに ふれ たが,こ れ は発 行 の翌 年,読 者 不 足 か ら廃 刊 せ ざ る

を え な くな った。 しか しエ ス トニア語 に よ る新 聞 は,独 立 後 間 もな い1920年 ペ ヅツ ェ

リ民 族 教 育 協会 に よ ってペ ッツ ェル ラネ,翌 年 に は ペ ッツ ェ リ県知 事 に よ りペ ッツ ェ

リ ・テ ア ッタ ヤが発 刊 され てい る[Setu〃zaa1928:101-5】 。

この よ うなエ ス トニア化 政 策 の 結 果 と見 られ るの が次 のペ ッ ツェ リ県 の1922年 お よ

び1934年 の人 ロ統 計 で あ る[IVIATTISEN1993::'・/】 。1922年 総 人 口は,58850人,そ
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の内訳 は セ トゥ人15058(25.6%),エ ス トニア人4354(7.4%),両 者 の 合 計19412(33%) ,

ロシ ア人38206(64 .9%)で あ った が,1934年 に は64712人 中 セ トゥ人13438(20.8%) ,

エ ス トニ ア人8459(13 .0%),両 者 の 合 計21897(33。8%),ロ シ ア人41066(63.5%)と

な った。 こ の12年 の 間 に エ ス トニ ア人 とセ トゥ人 の合 計 お よび ロシア人 の全 体 に しめ

る割 合 は そ れ ぞ れ ほ とん ど変 わ って い な い。 しか し非 常 に際 立 って い る のが,セ トゥ

人 の減 少 とエ ス トニア人 の増 加 で あ る。 エ ス トニア人 の増 加 は 自然 増 のほ か に 他 地方

か ら の移 住 者 が あ るが,セ トゥ人 の減 少 は,セ トゥ人 の エ ス トニア人 へ の同 化 の た め

とか んがxら れ る。 これ 以 降 の人 口統 計 は 現 在 に至 る まで セ トゥ人 の人 口を あ げ て い

な い。 一 方 ペ ッツ ェ リのエ ス トニア人 は1890年 には わ ず か3家 族,1900年 に50人 ,第

一 次 大 戦 前 で も
,150人 で あ った 【MaxKUS1936:171-2]。 エ ス トニ ア人 の移 住 に よ

って もペ ッツ ェ リの強 力 な エ ス トニ ア化 が行 われ て い た こ とが 明 らか で あ る。

4.エ ス トニアの ソ連へ の併合 とペ ッツ ェ リ領 割譲

第一 章 で もふ れ た よ うに エ ス トニア は1939年 の ドイ ツ ・ソ連 間 の い わ ゆ るモRト フ

・リッベ ン トロップの密 約 に よ りソ連 の勢 力 圏 に組み 込 まれ
,周 到 に準 備 され た プ ログ

ラ ム通 り1940年8月 ソ連 に加 盟 す る こ とに な る。 エ ス トニア共 和 国 時 代 の終 焉 であ っ

た。 ま も な くエ ス トニアは ドイ ツ軍 の 占領 下 にお かれ るが,1944年 ドイ ツの退 却 と と

もに再 び ソ連 体 制 が復 活 した 。 これ とほ とん ど期 を 同 じ く して,か つ て ロ シアか らエ

ス トニ ア共 和 国 に編 入 され た 地 域 の大 部 分 がRシ アに戻 され た 。 領土 変 更 につ い て は

同年8月23日 に 決定 され 翌 年 実 施 され てい る。 ペ ヅツ ェ リで は エ ス トニア人 が 住 民 の

ほ とん どを 占 め る地 域 を 除 き,旧 ペ ッツ ェ リ県 の4分3が ロシ アの プス コフ州 に ペ チ

ョラ地 区(ラ イ オ ン)と して 再 び帰 属 す る こ とに な った 。 これ は エ ス トニ ア最 高 会議

幹 部 会 が 「住 民 の度 重 な る要 求 を考 慮 して」 行 った 申 し出 に ソ連最 高 会 議 幹 部 会 が従

って 決 定 した とい う形 を と って い る 【MATTISEN1993:961が,ど うい う理 由で ロ シア

側 に 直 ち に 併 合 す る必 要 が あ っ た の か 決 定 的 な こ と は 明 ら か で は な い[SINILIND

1985:16】 。 しか し実際 には 逆 に1944年8月 に 上 記 の決 定 が な され た 後 もエ ス トニアか

ら変 更 や再 考 の陳 情 が 出 され て いた の で あ る 【MATTISENl993:96,160-165】 。

エ ス トニ ア か ら切 り離 され ,プ ス コ フ州 に 戻 され た現 ペ ッ ツ ェ リで は,お そ ら く

1944年 ソ連 体 制 を 復 活 させ られ た エ ス トニア本 土 以 上 に公 然 と ロシ ア化 が 行 われ た こ

とは 明 らか で あ るが,そ れ を 直 接語 る資 料 は 今 の と ころ 入手 してい な い。 た だ し,エ

ス トニ ア語 が 公 用 語 か らは ず され た に もか か わ らず ,そ の学 校 教 育 が細 々な が ら続 け

られ た こ とを 除 け ば,ま った く社会 的 機 能 を 失 って しま った こ と,そ して エ ス トニ ア
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人,セ トゥ人 の エ ス トニ アへ の移 住 が そ の後 急 増 した こ とな どは現 地 の調 査 で 聞 い て

お り,不 満 は 住 民 には 強 か った ら しい。 若 者 の 多 くは,両 親 を 残 した ま ま,エ ス トニ

ァ側 で教 育 や職 を求 め,結 局 当地 に定 着 す る こ とに な った 。 そ れ で も残 した 家 族 の も

とへ は,教 会 の 祝祭 日や 作 物 の 収穫 期 に も ど る とい う,セ トゥ人 に と って慣 習 と な っ

た エ ス トニ ア と ペ ッ ツ ェ リ間 の 頻 繁 な 往 来 は,こ れ に よ っ て 始 ま る こ とに な った

【REISSAAR1996:243-244】 。 そ れ で も当初 は1960年 代 に エ ス トニ ア に返 還 され る と い

う うわ さ が ペ ッ ツ ェ リで は ま こ と しや か に伝 え られ て い た と いわ れ る(Marepiho

l993.7.)。 ペ ッツ ェ リの属 す る プ ス コ フ州 とエ ス トニ ア 間 の人 口移 動 統 計 で は,エ ス

トニ ア側 へ の移動 が 常 に 上 回 っ て いた が,そ の過 剰 数 は1955-59年725人,1960-64年

1121人,1965年669人 とな って お り1960年 代 前 半 に エ ス トニ ア側 へ の移 住 の ピー クが

あ った こ とがわ か る 【VISPUUl992:326】 。 この 数 に は ロシ ア人 も含 まれ て お り,エ

ス トニア人,セ トゥ人 の割 合 は 不 明 で あ るが,全 体 と して の傾 向は これ らの数 字 の示

す通 りで あ ろ う。 また エ ス トニ ア側 に も国土 を 失 った こ とに対 す る反 発 は根 強 く,過

去 ソ連 時 代 に も幾 度 か エ ス トニ ア人 か ら個 人 的 に 不 満 を 耳 に した こ とは あ る。 しか し

この よ うな意 見 を 公 然 と主 張す る こ とが許 され なか った の は言 うま で もな い 。 先 に 述

べ た よ うに セ トゥ人 の人 口は共 和 国時 代 の1934年 の13438人 を最 後 と して公 式 な 人 口

統 計 に は あ らわれ て い な い が,ソ ビエ ト時代 の1974-5年 エ ス トニア科 学 ア カデ ミーが

全 セ トゥ人 居住 地 域 で行 った調 査 に よれ ば,6789人 へ と激 減 して お り,そ の 主 な 原 因

は,エ ス トニ アの都 市 部 へ の移 住 とみ られ て い る 【RICHTERl992:183-4]。

5.エ ス トニアの ソ連か らの分離後の失地回復運動

当然 の こ とな が らエ ス トニ アで は ソ連 か らの分 離 と同時 に 失 地 を 回復 しよ うと い う

世 論 が 次 第 に高 ま りは じめ た 。 政 府 は 当初,ソ 連 との 分 離 交 渉 を 進 め る上 で は これ

らの地 域 の 国境 の変 更 を積 極 的 に要 求 す るの は控 え て きた 。 しか し1991年8月20日 エ

ス トニア共 和 国 最高 議 会 が 独 立 回復 を宣 言 し,同9月 ソ連 が エ ス トニア の分 離 を 確 認

して後,そ の よ うな立 場 も次 第 に 変 わ りは じめ た。 同年9月12日,エ ス トニ ア最 高 会

議 幹 部 会 は エ ス トニ アが1945-57年 の 間 に 行 った 国 境 の 変 更 は す べ て 無 効 で あ る こ と

を 宣 言 した 【IVIATTISEN1993:188-9】 。 これ は エ ス トニ アが す で に1990年3月 表 明 し

てい る よ うに(旧)エ ス トニア共 和 国 は1940年 ソ連 に よ り占領 され て は い た が,共 和

国 と して の存 在 を 絶 った もの で はな い とい う立 場 と整 合 す る もの であ る。 ロ シア は こ

れ に対 して,エ ス トニ アの1940年 の ソ連 加盟 が 自 由意 志 に よ り行 わ れ た た め,そ の政

権 が批 准 した 国境 移 動 に関 す る1944/45年 の条 約 は 有 効 で あ る とす る。 あ くま で タ ル
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ト条 約 に よる 国境 決 定 の み を有 効 とす るエ ス トニ ア とは 大 きな隔 た りが あ る。 ロシ ア

側 が 交渉 を拒 否 す る事 情 も明 らか で,タ ル ト条 約 の 国 際法 的 有 効 性 云 々 よ り,領 土 交

渉 に 応 じる とい う前 例 自体 を 避 け る とい う こ とに あ る15)。エ ス トニア は それ に対 し一

貫 して この 問題 を 二 国間 交 渉 に よ り解 決 す る方 針 で あ る こ と も明 言 して きた の で あ

る。

1992年4月 以降,二 国 の政 府 間 で は 冒頭 に あげ た エ ス トニア分 離 後 の 後始 末 問 題 等

を 協 議す る会 合 が もた れ て きた が,ロ シア側 は タル ト条 約 を前 提 とす る領 土 問 題 に は

立 ち入 ろ うと しな い。 この よ うな状 態 に た い しエス トニア では 政 治 団体 市 民 団 体 な

どが よ り活 発 に活 動 を お こな って きた 。 なか で も代表 的 な ものが ペ ッツ ェ リマ ー連 盟

(代表R.ト プ レ)と い わ れ る 団体 で,1992年 夏 か ら ロシ ア大 使 館 へ の デ モや 座 り込

み な ど派 手 な街 頭 行 動 を始 め た。 また 政府 も同年 秋 の議 会 選 挙 で 保 守 系 民族 派 が 多 数

を 占め,組 閣 も民 族 派 の 「祖 国」 選 挙 連合 党 を 中 心 に行 わ れ てか らは,そ れ まで のR

シ ア と交 渉 に おけ る慎重 な方 針 に も乱 れ をみ せ る こ とに な った 。1993年5月 ,ペ ッツ

ェ リマ ー連 盟 の呼 び か け で,自 転 車 で 国境 を通 過 しよ う とす る試 み が あ り外 交 的 挑 発

と見 なす とい う ロシ ア との 間 で 国境 は 緊張 した が,当 時 外 務 大 臣 で あ った祖 国党 所 属

のT.ヴ ェ ッ リス テは む しろ運 動 に理 解 を 示 した といわ れ てい る 【TheBalticIndepen-

dent21-27,5.1993:1]0

エ ス トニア政 府 は ほ ぼ1996年 半 ば に 至 る ま で,1920年 タ ル ト条 約 の状 態 へ の復 帰 を

要 求 す る態 度 を くず さず,ペ ッ ツ ェ リ,ナ ルバ 領土 問 題 を未 解 決 とみ な して きた 。 一・

方 ロ シア側 は,タ ル ト条約 の復 帰 は な い とい う公式 見 解 を と りつ づ け て い る。 この た

め,両 者 間 のそ の他 の 懸案 事 項 につ い て の交 渉 も,長 く淀 み が ち で あ った こ とは 否 め

な い。1994年8月 末,国 際的 圧 力 で ロ シア軍 が や っ とエ ス トニ アか ら撤 退 した が,そ

れ に 至 る ま で,撤 退 日,武 器,放 射 性廃 棄 物 等 な どの あつ か いに 関す る交 渉 にお い て

も,ロ シ ア側 が,エ ス トニア在 留 ロシア人 の処 遇 とな らん で交 渉条 件 と した の が,こ

の 領 土 問題 は決 着 済 み とい う事 項 に つ い て の合 意 で あ った 。 た だ し ロシ ア側 は エ ス ト

ニ ア分離 後 ,双 方 の 交渉 の もつ れ か ら敷 設 され て しま った 境 界 が暫 定 的 な もの で,両

国 の 合意 の も とで最終 的 に画 定 した もの で ない こ とは認 め てお り,そ の画 定 を エ ス ト

ニア との外 交 正 常 化 の条 件 と して きた。 そ の際,道 路 事 情 や 住 民 の都 合 な ど現 実 的 な

理 由 か ら 国 境 を若 干 修 正 す る こ と の 可 能 性 は ロ シア 側 も否 定 は し て い な か った が

【TheBalticIndependentl9-25.5.1995:2】,エ ス トニ ア政 府 は そ もそ も タル ト条約 を

15)1997年 現 在 ロシ ア と領 土 問 題 を抱 え て い るの は 日本,エ ス トニ ア のほ か に フ ィ ソ ラ ン ド,

ベ ラル ー ス,ラ トビア,カ ザ フス タ ン,ウ ク ライ ナ が あ る。
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前提 とする態度をとりつづけたため,国 境交渉は実現にいたらなかったのである。

ただしエス トニア側にも当初からタル ト条約にこだわる政府に対 し異論がなか った

わけではない。人民戦線出身の作家ヤーソ ・カプ リソスキなど一部の国会議員のなか

には保守系民族派勢力がタル ト条約に固執 したぼか りに,絶 好の国境交渉時を逸 し,

泥沼状態に陥ってしまったと公然 と批判 してきた。1991年 のソ連からの分離交渉の際

に,情 勢の不安定なソ連からペ ッツェリのエス トニア人居住地域は,交 渉の現場で獲

得できたはずだというのである。さらにもしペ ッツェリ領土が全面返還されることに

でもなれぽ,ま ねからざる・シア人居住者を抱え込むことにな り,そ れ 自体が非現実

的な要求であるとい う16)。かれは民族派議員が現実をみず,タ ル ト条約から逸脱する

ことで支持を失うことのみ恐れているとしている[ROTKO1994】 。在留ロシア人の処

遇問題にくわえ,現 在エス トニアがRシ アと国境問題を抱えていることで,エ ス トニ

アがめざすNATOや ヨーロッパ連合への接近は絶望的であると嘆 く政治家 も多かっ

た。

ちなみにエス トニア市民に対 し,タ ル ト条約で獲得 したナルバ東岸とべ ッツェリの

二箇所の領土の処遇に関して1993年12月 おこなった世論調査の結果がある。これによ

れば,53%が タル ト条約による境界を固持するべ き,40%は ロシアとエス トニアは相

互妥協 し境界を譲 り合 うべきとし,32%は 両地域を放棄,24%は 北のナルヴァ東岸の

みの放棄を主張している 【TheMonthlySurveyJanuary1994;341。 最後の立場は,

ナルバ東岸がすでに多数のロシア人が定着 した地域で,そ の統合はさらに多 くのロシ

ア人を抱え込むことになるのに対 し,後 者は元から土着のロシア人が多 く,ま たエス

トニアのかけ替えのない伝統文化の土壌 とその担い手であるセ トゥ人を意識 した結果

ではないかとおもえる。この全体の結果は,当 時のエス トニアの政治家の意見をほぼ

代表 していたと推測される。1995年2月 のタル ト条約75周年記念においては,さ らに

多 くの政治家が,タ ル ト条約は現実に即したものではなくなっていることを認め,ロ

シア側 と譲歩すべき事を示唆 し始めたことが明らかにされたが,従 来通 りタル ト条約

を対ロシア外交の出発点と主張する保守派やペッツェリ連合の強硬な路線は譲られる

ことはなかった[TheBatticIndependent10-15.2.1995:4.】 。それでも後言及するよう

に,ロ シアとの国交正常化が急務になるにしたがい,領 土を放棄しても関係を正常化

しようとする現実派の勢力は次第に増 し始めたのである。

16)現 行 のエス トニア市民権法 に よれ ば,1940年 時点でのエス トニア市 民は民族 を問わず現市

民権 を自動的v'得 で きる ことY'な っている。 これは旧ペ ッツェ リの ロシア人V>も あては ま

る。 ヴァルスカ郡長に よれば,ペ ッツェ リが返還 されれば,ほ ぼ6000人 の ロシア人が無条件

でエス トニア市民権 を得 ることにな る 【VOO㎜ ε紐 ∴1997]。

791



国立民族学博物館研究報告22巻4号

6.分 割 され た セ トゥ人

このような領土 としてのペッツェリをめぐる二国間の駆引のなかで忘れられた存在

の人びとがいる。ペ ッツェリの原住民であるセ トゥ人たちである。最初の悲劇は,第

二次大戦後エス トニアでの ソビエ ト体制復活とともに始まった。旧ペ ッツェリの大部

分が ロシアのプスコフ州に再び割譲されたことで,セ トゥ人は,エ ス トニアとロシア

に二分されることになった。しかし皮肉にもソビエ ト体制下では主権のある共和国間

の国境も単なる行政上の境界にしかすぎなかったことが幸い し,人 びとの往来につい

てはほとんど制約はなかった[Hacu1995:176】 。一方のエス トニアは曲りな りにも

民族の自決権を保証された民族共和国,他 方ペ ッツェリはロシア人が全体 としては圧

倒的多数を占めるプスコフ州の一部として行政的には異なる体制にあった。 しかし両

側に住むエス トニア人 とセ トゥ人は通勤,通 学,買 い物,親 戚訪問で日常,境 界線を

頻繁に通過 していたが,ソ 連領内とはいえ,エ ス トニア共和国とロシア共和国という

国境が存在するとい う意識はなかったとい う。上のペ ッツェリ割譲後,ロ シア側では

住民に対 しロシア化政策が取 られたことは事実であるが,境 界周辺の住民は開放され

た,あ るいは有名無実の境界のおかげでエス トニア側との比較的自由な文化的 ・人的

交流を維持できたのである。'またエス トニア側の住民は商品作物を帝政時代 と同様

に17)プスコフ,レ ニソグラー ドなど,よ り広大な市場をひかえたロシア側に送 り,

生活を支えていたという。このようにセ トゥを含む南部エス トニア国境地域は,経 済

活動においてもロシア側と密接な関係にあったのである。

ところが今回のエス トニアのソ連からの分離により状況は大きく変わ り始めた。エ

ス トニアは1991年 に最終的な分離の達成される1,2年 前から物資の不当な流入出を

防ぐため現存する国境の監視を強めていた。またロシア人など非エス トニア人の入国

の条件を強化し,ビ ザを要求 し始めた。国境検問所以外では違法な車の往来を妨害す

るため深い溝をほったといわれる。これに対 しロシア側も同様の措置を取った。 しか

し当初双方 とも地元の住民の往来は比較的自由に見過 ごしていたという。

ところが1992年 秋の総選挙での保守政権成立以降,エ ス トニアが領土返還の要求を

明確にし始めてからロシア側国境の状況はさらに厳しくな り始めた。同年夏以来,ロ

シアは地元の住民にも原則として国境検問地点以外では通過を禁 じ,さ らにビザを要

17)エ ス トニア とプス コフ州 との交易はエス トニアの独立時代 も密輸 な どさまざまな形で継続

された らしい。 これに対 しては双方政府 とも監視が行 き届かなか った ことが 明らかに されて

いる 【VALGE1992]。
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求してきたのである。 ビザは首都タ リンのロシア大使館のみが発給 し,手 数料は当時

12ドル相当(当 時150ク ルーヌ)で あった。国境付近の村からタリソまで往復最低一

日がか り,公 務員の月給が約600ク ルーヌであった当時,エ ス トニア側の住民にはビ

ザの入手も越境も合法的手段では不可能とい うことになったのである。これ まで日常,

国境を往来 していた人びとの買い物,耕 作のための往来や墓参,親 戚訪問等々の権利

が一挙に奪われたのである 【庄司1993】 。 ロシア側は 「堀を掘ったのはエス トニアが

先。われわれはただそのあとの面倒を見てや っているだけ。」と弁明した とい うが

【Saxv,H.1994:69】,明 らかにエス トニア側の領土返還運動に対 しての対抗処置であ

る。先に述べた1993年5月 の国境への自転車による示威行為では,Rシ ア側は一層態

度を硬化させ,ペ ッツェリへの国境通過点を二か所から一か所に減らし,さ らに将来

はすべて閉鎖する可能性のあることさえ示唆 した。

1994年夏ついにロシアは6月 のイェルチンの大統領令に従い,タ ル ト条約に固持す

るエス トニアを無視 し,一 方的に国境を設定 し,ペ ッツェリ市の周辺から標識 と鉄条

網を敷設 しはじめた。これまであったのは,地 面にほとんど無造作に掘られたとしか

思えない幅3メ ー トル,深 さ2メ ー トル程の堀で,ひ とが越境する際の物理的な障害

になるものではなかった。事実,1994年8月 標識の敷設が進行する中で,耕 作,薪 伐

採などのため堀を越え往来する人hが 存在 したのを確認 している。 これにともない鉄

条網のまだ敷設されていない地域18)での国境監視も一段 と厳 しくな り,国 境付近の

住民の間では事実上検問所以外での通過は不可能になった19)0

7.セ トゥ人 の帰属意識

この よ うな 二 国間 の駆 け 引 きの 間 で セ トゥ人 の 立場 は 非 常 に 微 妙 で あ る。 現 在 まで

両 国 国境 を は さみ約1万 人 程 の セ ト ゥ人 が い る とい われ て きた が,は っ き りした 数 は

不 明 で あ った 。第 二 次大 戦 後 エ ス トニア,ロ シ ア と も民 族 と して は 認 め ず,統 計 上 に

現 れ る こ とは な か った か らであ る。 エ ス トニ ア人 へ の 同化,エ ス トニ ア各地 へ の移 住

に よ り,セ トゥ人 の地 で あ った 旧ペ ッツ ェ リに おけ るセ トゥ人 の人 口が70年 代 激 減 し

18)エ ス トニア人 の一部 には ロシア側の国境敷設 の警告 に対 し,財 政難に苦 しむ ロシアにはそ

のための資金がない として,単 なる脅 しと見 ていたものが多か った とい う。

19)た だ し無許可 の越境は皆無にな った とい うわ けではない。地元 の ロシア人をふ くめ,ロ シ

ア側国境警備員 に見つか った際の罰金や商品の没 収の危険を 冒 し,エ ス トニア側 へ訪 問や買

い物で訪れている人々の話 をその後 も聞いている。1997年 の時点 で,住 民専用の7通 過 点を

含め,8ヵ 所 の国境通過点 があ り,国 境の両側の登録され た約6500人 の地元住民には,年 間

30回 の宗教的祝 日のみ,ヴ ィザな しで国境往来 が認 められてい る 【VOORMANetQ1.1997】 。

しか しそれ 以外 では ヴィザは必要 である。
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て い た こ とは先 にふ れ た が,エ ス トニ アの ソ連 か らの分 離 後,ロ シア側 ペ ッツ ェ リか

らは さ らに 多 くの セ トゥ人 が 流 出 して い る。 最近 の非 公 的 統 計 に よれ ば,彼 らの人 口

は エ ス トニア側 の 旧 ペ ッツ ェ リに5000-6000人,そ の他 エ ス トニア 国 内 に6000-7000人,

ロ シア側 に1000-2000人 と推 測 され て い るIHAGu1995:181】 。

この よ うに 民 族 と しては 認 め られ な い ま ま,分 散 しつ つ あ るセ トゥ人 は いか な る意

識 を 維持 して きた の で あ ろ うか 。1993年 以来,セ トゥ人 の動 向や 帰 属意 識 を 国境 の両

側 に お い て主 に 聞 き取 りに よる調 査 を お こな って きた が,年 齢 層,地 域 に よ り幾 分 相

違 は あ る もの の,そ れ ぞれ セ トゥ人 とい う何 らか の 自覚 は ほ とん どが 有 して い る こ と

は 確 か で あ る。 一 般 にそ の よ うな 自覚 の 根拠 と してあ げ るの は,出 自(祖 先,近 親 者

の墓 が正 教 会 の 墓 地 に あ る),言 語,民 族 衣 装,居 住 地 域 な どで あ る。 しか し,彼 等

に 明確 な共 属 意 識 と,(た とえ ば エ ス ニ ックな エ ス トニア人 に比 類 し うる)自 立 的 集

団へ の意 思 を そ なxた 民 族 とい う意 識 が 確 か に存 在 す るか とい う点 で は結 論 を 急 ぐこ

とは で きな い。 現 在 セ トゥ人 の な か には,セ トゥ人 は エ ス トニ ア人 の一 部 で 融 合 す べ

き とい う意 見 か ら,エ ス トニ ア人 とほ とん ど対 等 の集 団 とみ る意 見 まで非 常 に多 様 な

もの が あ り,集 団 的 な セ トゥ運 動 といわ れ る もの も以下 の よ うに 多 岐化 して い る。

ソ連時 代 か らセ トゥ地 方 で はペ ッツ ェ リの セ トゥ人 も参 加 す る セ トゥ歌 謡 祭 が5年

ご とに 開催 され て きた。 これ は参 加者 の特 徴 的 な 民族 衣 装 や歌 唱 法 に よ りエ ス トニ ア

各 地 で開催 され る歌 謡 祭 の な か で も特 異 な存 在 で あ った 。 現在 もセ トゥ運動 家,学 者

な ど に よ って構 成 され るセ トゥ協 会SetuSeltsに よ って 運 営 され,3年 ご とに 行わ れ

て い る。 これ に加 え1993年10月 エ ス トニア側 に残 った 旧 ペ ッツ ェ リ県 ヴ ァル ス カに お

い て新 しい セ トゥ運 動 の 一 貫 と して セ トゥ会議SetuKongressが 開 催 され た20)0こ れ

に は セ トゥ出 身 の文 化 人,民 族運 動 家 のほ か タ リソ,タ ル トか らの研 究 者 や 政 治 家 を

ま じえた 大規 模 な もので あ った。 以上 両 者 の組 織 は セ トゥの 伝 統文 化 や 言 語 を保 存 し

振 興 す る こ とで は一 致 して い るが,後 者 は さ らに セ トゥ人 の経 済 的,政 治的 地 位 の 向

上 を 目指 して い る。 た だ分 離 や 独 立 な どは 目標 に 掲 げ られ て はい な い。 これ らに くわ

え,領 土 問 題 に 関 して は,自 由な 往 来 の確 保 を 当面 の 目標 とす る もの か ら,す で に先

に 触 れ た よ うに,タ ル ト条 約 で画 定 した ペ ッツ ェ リの エ ス トニアへ の 返還 を 強 く要 求

す る政 治 団体 ペ ッツ ェ リマ ー連 盟 の よ うな もの ま であ る。 これ らの構 成 メ ソバ ー は一

部 で 重 複 してお り,そ れ ぞれ の組 織 の 具体 的 な活 動 目的 は 現在 の ところ 明確 とは い い

20)こ の会議 の正式名 は第三 回セ トゥ会議 であ った。す でに先に述べた よ うに第一回 はべ ッツ

ェ リ併合直後 の1921年,第 二回は1930年 で,そ れ ぞれ ペ ッツ ェリにおいて開催 され ている。

双方 ともエス トニア主導 に よるもので,セ トゥ人 のエス トニア人への融合を 目的 と した啓蒙

のための集会 であった とされている[Kol〃tasSetoKongresslgg4:61。
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がたい。このように複雑な意図と人間関係をはらむ運動 と微妙な政治状況のなかで,

セ トゥ人自身による集団としてのみずか らの位置づけも,多 分に政治的なものとなっ

てきている。すでにふれた1993年 の第3回 のセ トゥ会議において,セ トゥ人意識の発

揚のためおこなわれた何人かの発言は,み ずからをセ トゥ民族setorahvasと 自称 し

た少数を除き,大 半はセ トゥ人であることを強調する一方で,同 時にエス トニア人で

あることをつけ くわえている。なかでも一人の発言は,彼 らが状況に応 じ帰属表明を

巧妙に使い分けている事実を示 してお り興味深い[RAUDVERE1993:181。

エス トニア人 とのつ きあいではセ トゥ民族の存在 を強調するのは重要 だが,ロ シアの大

統領を相手 にす るときの発言 では,(エ ス トニア人 と)異 な る民族な どと決 して ロに しては

な らない。 エス トニア人であることを主張すぺ きだ2])0

セ トゥ人 が エ ス トニ ア人 とは 異 な る集 団 と して意 識 され 始 め た き っか け は,彼 らが

エ ス トニ ア民 族 運 動 と国 家 建 設 か ら疎 外 され た こ とに あ る とす るRichter【RlcHTER

l992]の 説 はす でに あ げ た が,こ こ では セ トゥ人 意 識 が 外 と内 か らい か に して維 持 さ

れ て きた のか み る こ とにす る。 一 つ 明 らか なの は,歴 史 的 に セ トゥ人 の 概念 が少 な く

と も部 分 的 に は エ ス トニ ア人 に よ って常 に補 強 され て きた とい うこ とで あ る。 セ トゥ

人 の地 は,か つ て ロ シア に属 し,エ ス トニ アか らは 切 り離 され た 後 進 地 で あ った ため

に,す でに エ ス トニ アで は 失 われ た 伝 統 文 化 が保 たれ て きた とい う側 面 を持 って い る。

そ の た め,特 に 口承 伝統 に お いて セ トゥ人 は,エ ス トニ ア人 に よる伝 統 文 化 研究 の格

好 の 対 象 とな り,前 世紀 末 か らのエ ス トニア民 族 意 識 高 揚 の 手段 と して果 た した役 割

は 大 きい 。 しか しこれ は 同 時 に,そ の 住 民Y'対 し遅 れ た 田舎者 とい うイ メ ー ジを与 え

る こ とに な って しま った22)0一 方,先 に 述 べ た よ うに セ トゥ人 は ロシ ア の大 都市 と隣

21)こ れは,エ ス トニア人 であることを否定す るこ とで,セ トゥの居住地がエ ス トニアに帰属

す る主張の根拠を失 うことをおそれた発言である ことは間違い ない。実際に,ロ シア側 には

行政関係,研 究者の間に,積 極的にセ トゥ人をエス トニアか ら分断す る方策 と してエス トニ

ア人 とは異な る独立 の集 団 とみなす動 きもあ る事は事 実である。一例 として1994年10月 ペテ

ルブルグで のヨーロ ッパ評議会非加盟国会議 において,ペ ッツェリ地 区当局が,地 元の民族

としてセ トゥ人 の代表を 自称す る人物を登場 させた ケースがある。意見陳述 では,セ トゥ人

がエス トニア人 とは別の ことぽを話す民族であ るが,エ ス トニアに より同化 を迫 られて きた

旨の発言を行 ったが,本 人はセ トゥ語は話せなか った と出席 したエス トニアの言語学者M.

Hintは 報告 してい る[HINT1994]。 また ロシア側研究者 の問 では,政 治的意 図は別に して,

19世紀後半か らセ トゥ人は,本 来 ロシア人であ った ものがエス トニア人化 したとい う見解が

大勢を しめ ている(Snxv,v.1997:tl。

22)ソ 連時代 おそら くセ トゥ人のエス トニア人への吸収過程 について唯一 の研究者であ った リ

ヒテルに よれ ぽ,か つての共和 国時代 セ トゥ人のエ ス トニア化の障壁 となったもの として,

エス トニア人 の彼 らに対す る冷淡さをあげ てい る[RICHTER1992:1821。
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接 す る地 の 利 を生 か し,各 地 の 市 で の交 易 で腕 の き く商 人 と して しられ て きた。 これ

は セ トゥ周 辺 の エ ス トニ アの 間 に セ トゥ人 に対 す るや っか み も混 じった感 情 を呼 び エ

ス トニ ア の ユ ダヤ人 とま で陰 口を た た くもの も あ った とい われ る。

一 方 セ トゥ人 の意 識 と して
,ロ シ ア人 に対 しては 他 地 域 の エ ス トニ ア人 とは異 な っ

て い る こ とを あげ ね ぽ な らな い。 特 に エ ス トニア北 部 で 問題 とな っ て い る,戦 後 の ロ

シア移 民 と接 して い る人 び と とは 大 きな 隔 た りが あ る よ うで あ る。 タ リンな どRシ ア

移 民 が 多 い北 部 地 域 で は エ ス トニア人,ロ シア人 と もそ れ ぞ れ ま った く隔 絶 した コ ミ

ュニテ ィー を維 持 して お り,ほ とん ど交 わ る こ とが な い。 そ れ に対 し,ペ ッツ ェ リは

か つ て か らセ トゥ人,ロ シア人 が混 住 して きた と ころ で,あ る意 味 で は共 存 関 係 に あ

った 。 先 に の べ た1993年 の セ トゥ会 議 の報 告 書 の 前 文 に は次 の よ うに 記 され て い る

[KolmasSetoKongress1994:27]0

セ トゥでは何百年 ものあいだセ トゥ人 とロシア人 の村が ま じりあって存在 して きた。 こ

れ らの住人の間の行 き来は常に寛大で友好的 なものであ った。

セ トゥ人 の多 くは,戦 後 の ソ連 体 制 下 で ロ シア本 土 か ら労働 移 民 と して 移 住 して き

た ロ シア 人 とい わ ぽ 土 着 の ロ シア人 とを この よ うに区 別 して捉 え て きた よ うで あ る。

これ は土 着 の ロシ ア人 か ら見 て も同様 で,現 在 も ロ シ ア側 ペ ッ ツェ リの 古 い村 落 では,

ペ ッツ ェ リ当局 が 反 エ ス トニア 的雰 囲気 を あ お ってい るに もか か わ らず,両 者 の 隣人

関 係 は まだ か ろ う じて 維 持 され て い る。事 実 混 住 地 域 で は,民 族,言 語 に か かわ らず,

日常 的 な 互 助,隣 人 訪 問 は お こな われ,伝 統 的 に通 婚 も珍 しい こ とで は ない 。

また 大 部 分 が プ ロテ ス タ ソ ト ・ル ー テ ル派 に属 す る エ ス トニア 人 とこ とな り,セ ト

ゥ人 は ロシ ア人 と同様 に正 教 徒 で あ る。 また 文 化 ・慣 習 の中 に も地元 ロシ ア人 と共 有

す る部 分 も多 い。 そ の ため,セ トゥ人 は エ ス トニ ア人 か らは 特 異 な 目でみ られ る こ と

が多 か った よ うで あ る。 現 エ ス トニ ア南部 には,ロ シ ア革 命 後 の 解放 戦 争 で エ ス トニ

ア に併 合 され た か つ て の べ ッ ツ ェ リ県 の うち,メ レマ エ,マ エ,お よび ヤル ヴ ェス ー,

サ ー ッツ ェ(サ ッツ ェ リ),ペ ッツ ェ リ市 の一 部 が,1945年 のペ ッツ ェ リの ロシ アへ

の再 併合 後 も残 って い る。 これ らの郡 は 現在,エ ス トニア の ヴ ォル 県,プ ル ヴ ァ県 に

吸 収 され て はい るが,旧 ペ ッ ツ ェ リの境 界 は,そ れ が 初 め て エ ス トニ アに 併 合 され て

か らほ ぼ70年 経 た 現 在 で も地 元 の住 民 の 間 に は セ トゥ(=ペ ッ ツ ェ リ)の 境 界 と して

よ く記 憶 され て い る。 これ は 旧 エ ス トニ ア共和 国時 代 と ソ連 時代 を経 て 現 在 に 至 るま

で,単 な る行 政 上 の境 とは こ とな る境 界 と して双 方 の側 に 意識 され て きた か らに違 い
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ない。古 くは両者の間に時折些細なことでのいさかいがあったようで,多 くの場合上

に述べたようなエス トニア人からのセ トゥ人へ向けた蔑視が原因であったらしい。

8.セ トゥ人か らみ たペ ッツ ェ リ領 土交渉

セ トゥ人 の 間 で は エ ス トニ ア人 が彼 らに と って きた 以上 の よ うな態 度 に対 して 潜 在

的 な不 信 不 満 感 が根 強 い。1997年6月 エ ス トニ ア大 統領 と国会 議i員の短 い セ トゥ視 察

旅 行 で もた れ た 住 民代 表 との対 談 で は,セ トゥ人 お よび セ トゥ地 域 に対 す る政 府 や タ

リン側 の態 度 は 戦 前 とかわ らぬ 蔑 視 的 な もの で あ る とい う指 摘 が 幾 度 も繰 り返 され て

い る[Setomaa4.1997:1-2]。 さ らに最 近 の エ ス トニ ア側 の 領 土 返還 要 求 が,エ ス ト

ニ ア民 族主i義者 の主 張 を優 先 し地 元 の住 民 を無 視 して行 な われ,結 果 と して ロ シア の

反 発 か ら国境 往 来 が 不 自由 に な り,現 実 に 即 した 国境 の調 整 も不 可 能 に な った とい う

意 識 が強 く存 在 して い る。 「タ リソに 近 づ くほ ど,国 境 を イ ル ボ ス カ ま で戻 そ うとす

る も のが 多 くな る」 とい う,か つ て の ヴ ァル ス カ コル ホ ー ズ長 の こ とぽ は,中 央 志 向

の政 治 家 ほ ど,地 元 の利 害 よ り,タ ル ト条 約 で の 国境 に 固執 して きた経 過 を 象徴 的 に

い い あ て てい る とい え る 【VOOI㎜ θ∫α乙1997】 。1993年 の セ トゥ会 議 で は招 待 され

た エ ス トニ アの 政 治家 や 民 族 主 義者 に よる ペ ッツ ェ リ領土 問題 に関 す る発 言 が,あ ま

りに も国家 的 利 益 を重 視 しす ぎた 政 治 的 な もので あ りす ぎ,セ トゥ住 民 の存 在 を 無 視

した とい う批 判 が あ った といわ れ る。 そ の た め1996年10月V'開 催 され た 第4回 セ トゥ

会 議 は,国 境 に よ って分 断 され る状 態 が一 向 に改 善 され な い こ とに対 す るセ トゥ人 の

不 満 を あ か らさ まYrす る もの で あ った 。 会 議 に お い て採 択 され た声 明 にお い て,ベ ッ

ツ ェ リの エ ス トニア領 へ の 帰属 を主 張 す る一方 で,国 境 の画 定 は,セ トゥ人 の犠 牲 の

上 に 行 うべ き も の で な い こ とを 主 張 して い る 【TheMonthlySurveySeptember-Oc-

tober1996:14-20]0

この よ うな 発 言 の背 景 には,エ ス トニ ア政 治家 の 中に 国 家 領土 回復 とい う立 場 か ら,

従 来 か らの タル ト条 約 に おけ る国境 に 固執 す る グル ー プの ほか に,ロ シア との外 交 に

お い て最 大 の障 害 とな って しま った 国境 問題 を,領 土 放 棄 に よ り現 実 的 に処 理 し よ う

とす る動 きが 強 ま って い る こ とが あ る 【HINT1997】 。 そ して ヨ ー ロ ッパ 連 合 加 盟 を

め ざす エ ス トニア は,そ の条 件 の一 つ で もあ る隣 国 との 国 境 問 題 を 解 決 す るた め,

1996年11月 つ い に1920年 に ロ シア と締 結 した タル ト条 約 に 固執 せず,ロ シ ア との 国境

正 常 化 交 渉 に応 ず る こ とを 決 定 した 【TheBalticTi〃zes5-11.12.1996:1,8】 。 しか し,

一 方 の ロシア は1997年1月 そ の条 件 と して ,エ ス トニア在 住 ロ シア人 の人 権 問題 と連

結 させ る こ とで 交渉 を長 引 か せ る姿 勢 を しめ し,エ ス トニアは 再 び難 問 を突 きつ け ら
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れ る こ とに な った 【TheBalticTimesl6-22.1.1977:1,8]。 いず れ に せ よ,国 境 問題 正

常 化 に よ り少 な く とも地 元 住 民 の 自由 な往 来 だ け で も とい うセ トゥ人 の念 願 が実 現 さ

れ る可 能 性 は 再 び遠 ざか った こ とに な った 。1997年 末 現 在 こ の問題 は まだ 基 本 的 に解

決 され ては い な い。

この よ うに セ ト ゥ人 に とって悲 観 的 な状 況 が 続 くなか,彼 らの犠 牲 の上 に領 土 放 棄

を 決 定 を した 国 家 に む け られ た セ トゥ会 議 常 任 委 員 会 の つ ぎ の声 明 は,強 ま りつ つ あ

る セ ト ゥ人 意 識 の あ らわ れ と して 示 唆 的 で あ る。

セ トゥ人 とペ ッツェ リの住民 はエス トニア共和 国の独立 の回復以来,そ の誕生 とともに

存 在 し,国 際的 にも4分 の3世 紀にわた って認め られて きた国境が復帰す ることを望 んで

きた。 その望み を抱 いてペ ッツェリ住民 は・ミル トの人 の鎖や エス トニア国歌祭の会場 に立

ち,民 衆戦線や 国民議会 の活動 に進 んで加わ ってきた。 ロシアの戦車が タ リンに乗 り込 ん

だ ときも我々はそ こにお り,神 の助 けで血 を流す ことな くロシアの軍隊 と権力に打ちか っ

た ときは一緒 に喜 んだ。苦 しい ときはな るほ ど我 々は必要 とされ たのだ。 しか し次第にエ

ス トニア国家は我 々を忘れ て しま った とい う思い が深 ま りつ つあ る。[SETOKONGRESSI

VANEMATEKGGU1996]

皿.終 わ り に

以上 エ ス トニア 国家 お よび エ ス トニア国 民誕 生 の過 程 か ら,ペ ッツ ェ リ領 とそ こを

故 地 とす るセ トゥ人 の形 成 に つ い て の経 過 を 整理 し,さ らに1980年 代末 以 降 の エ ス ト

ニア の ソ連 か らの分 離 と独 立 回復 に おけ るペ ッツ ェ リ領 問 題 の 中 で の セ トゥ人 を め ぐ

る動 向 と彼 らの意 識 を み て きた。 セ トゥ人 を め ぐ る情 勢 の推 移 に つ い ては,ほ ぼ 明 ら

か に な った と思 う。 一 口で い うな ら,そ こに み た の は一 方 は 小 国 とは い え国家 と して

の主 権 と領 土 を主 張 す るエ ス トニア と大 国 ロシ ア,お よびそ の 狭 間 に おか れ た 民族 集

団 と しての セ ト ゥ人 の存 在 を め ぐる とい う点 で極 め て 今 日的 な問 題 で あ った。

た だ特 殊 な事情 と して は,セ トゥ人 の存 在 へ の 関 心 が生 ず る こ とに な った の は 二 度

で あ る が,双 方 の ケー ス とも,エ ス トニアが 国家 と して隣 国 の支 配 か ら離 脱 し よ うと

した時 期 と重 な って いた とい うこ とで あ る。 は じめ は帝 政 ロシ ア,ソ ビエ ト ・ロ シ ア

か らの独 立 を め く・って の今 世 紀 初 頭 か ら1920年 まで,そ して二 度 目は,1980年 代後 半

以 降 エ ス トニ アが ソ連 か ら独 立 を 回復 す る過 程 に お い て で あ った 。 双 方 の場 合 と も,

二 つ の 国家 の関 心 は,集 団 と して の セ トゥ人 では な く,む しろそ の 伝統 的 居 住 地域 の
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領有に向けられたものであった。セ トゥ人のセ トゥ人としての明確な意識はおそらく

このふたつの時期をつ うじて形成され,強 化されてきたと推測 される。初期のセ トゥ

人の意識形成においてはエス トニア国家 ・エス トニア国民形成の過程に参与する機会

を逸 し,ま た完全に取 り込まれなかったことがエス トニア人,セ トゥ人の意識のずれ

の要因として関与 していよう。そ して1980年 代後半以来エス トニアがソ連の支配から

領土と国民を切 り離 し,再 編成 しようとするなかで,セ トゥ人は再び自らの存在を確

認することになった。具体的にはセ トゥ人やペ ッツェリ領土問題をめぐってのエス ト

ニア政府,お よびエス トニア民族運動家の態度は,エ ス トニア国家の存在の代償とし

て犠牲者意識を彼らにうxつ けつつあるようである。セ トゥ人の民族意識の形成と動

態についての検討は依然として今後の課題であるが,以 上は研究の方向性としては考

慮すべきであろう23)。

付 記

本稿 の執筆に先立ち国立民族学博物館95年 度共 同研究 「ヨmッ パ周辺地 域におけ る民族問

題」(代 表 庄司博史)に おけ る口頭発表 においてメ ンバ ーか ら建設 的な意 見をいただいた。 ま

た草稿の段階では国立民族学博物館の佐 々木史郎 氏,新 免光 比呂氏,ピ ーター ・マ シウス氏か

ら貴重 な コメン トをいただいた。記 して感謝 する。

なお本稿は93-4年 度 トヨタ財団研究助成 「ヨー ロッパ周縁地域 におけ る民族問題 と移民 ・難

民」(代 表 畑中幸子)お よび95-7年 度文部省科学研究費補助金国際学術研 究 「ヨーロ ッパ周縁

地域 におけ る民族意識の覚醒 と再編」(代表 庄 司博史)の 分担研究成果 の一部 をなす ものであ

る。
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